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平成30年第３回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成30年９月６日（第３日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  友 田 香将雄      ９番  吉 岡 英 允 

     ２番  重 富 邦 夫      10番  片 渕   彰 

     ３番  中 村 秀 子      11番  草 場 祥 則 

     ４番  定 松 弘 介      12番  井 﨑 好 信 

     ５番  川 﨑 一 平      13番  内 野 さよ子 

     ６番  前 田 弘次郎      14番  西 山 清 則 

     ７番  溝 口   誠      15番  溝 上 良 夫 

     ８番  大 串 武 次      16番  片 渕 栄二郎 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  北 村 喜久次    総 務 課 長  松 尾 裕 哉 

   企画財政課長  井 﨑 直 樹    税 務 課 長  木 下 信 博 

   住 民 課 長  門 田 和 昭    保健福祉課長  大 串 靖 弘 

   長寿社会課長  矢 川 又 弘    生活環境課長  小 池 武 敏 

   水 道 課 長  中 村 政 文    下 水 道 課 長  片 渕   徹 

   農業振興課長  堤   正 久    産業創生課長  久 原 浩 文 

   農村整備課長  笠 原 政 浩    建 設 課 長  喜 多 忠 則 

   会 計 管 理 者  西 山 里 美    学校教育課長  吉 岡 正 博 

   生涯学習課長  千 布 一 夫    農業委員会事務局長  久 原 雅 紀 

   白石創生推進専門監  坂 本 博 樹    主任指導主事  石 橋 佳 樹 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  小 栁 八 束 

   議 事 係 長  中 原 賢 一 

   議 事係書 記  緒 方 千鶴子 

        

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     14番  西 山 清 則      15番  溝 上 良 夫 
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６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        ５．草場祥則議員 

         １．公共施設の在り方について 

         ２．学校給食の運営について 

         ３．地域商店の活性化について 

 

        ６．中村秀子議員 

         １．７月の風水害対策の検証について 

         ２．エコの町への意識醸成について 

 

        ７．大串武次議員 

         １．猛暑対策について 

         ２．指定野菜価格安定対策事業について 

 

        ８．井﨑好信議員 

         １．白石町国土利用計画と町の振興策について 

         ２．交通安全対策について 

 

        ９．溝口 誠議員 

         １．風水害時における行動支援の在り方について 

         ２．農業の振興について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○片渕栄二郎議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 暑い方は上着をおとりください。 

 

日程第１ 

○片渕栄二郎議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、西山清則議員、溝

上良夫議員の両名を指名します。 
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日程第２ 

○片渕栄二郎議長 

 日程第２、これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は５名です。 

 順次発言を許します。草場祥則議員。 

 

○草場祥則議員 

 おはようございます。本日の一番バッターとして後に続く後輩のためにもしっかり

頑張りたいと、そのように思っております。 

 今朝テレビを見ましたら、北海道で大きな地震があって、先々日の21号といい、非

常に災害が続いてるわけでございます。災害に遭われた方にお見舞いを申し上げると

ともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 そのことを鑑みて、この白石町の恵まれたというか、先人たちにまちづくりをして

もらったおかげで、少しの災害はありますけど人命にかかわるような問題もなくて台

風のシーズンを過ぎているというところで、非常に先人に対して感謝を申し上げると

ともに、私たちも今後またこの豊かな町を後の人たちに残すためにもしっかりと議員

活動をやっていきたいと、そういうふうに思っております。ひとつよろしくお願いし

ます。 

 それでは、きょうは大きく分けて３つの項目について質問したいと思います。 

 １番目は、公共施設のあり方についてということで質問するわけでございますが、

まず初めに私がこの公共施設を言うのは無駄やけんとか何でつくったかとそういうふ

うなことじゃなくて、せっかくあれだけの施設があるもんで、よりよい施設に、あと

何か工夫をこらえて発展させられないかというふうな観点から質問をしたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 まず、公共施設のあり方ということで、人口減少の続く中で公共施設の利用は減少

をしていくものと思われます。大ホールを備えた類似施設が３つ、総合センター、福

富ゆうあい館、自有館があるが、この維持管理費についてお聞きしたいと思います。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 ３つの施設の維持管理費についての御質問でございます。 

 自有館につきましては、単独で分離した経費の算出ができておりませんので、有明

スカイパークふれあい郷全体ということで算出をさせていただいております。また、

３施設が比較できるように職員の人件費、あと大規模な改修経費、そういったのを除

いたところでの29年度の実績ということで回答をさせていただきたいと思います。 

 まず、白石町の総合センターでございます。1,286万6,000円でございます。福富ゆ

うあい館につきましては、2,667万円でございます。有明スカイパークふれあい郷に

つきましては、6,489万8,000円ということで算出をいたしております。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 



- 4 - 

 この３つの施設、あればあるで便利だと思います。ただ、本来は町に１つの施設が

合併によって１つの町に３つできたというようなわけでございまして、非常に供給過

多じゃないかなと、そういうふうに思います。それで、行事が重なった場合の予備の

対応が可能になるというような利点もありますけど、重なる頻度を考えれば維持コス

トはかなり高くなるんじゃないかなと、そう思っております。経費の問題を考えても、

この３つの施設をどうしようと思ってるのか、また必要と思うのか、そこら辺のこと

をお聞きしたいと思います。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 先ほど議員言われましたように、現在、白石町には３つの大きな施設がございます。

これにつきましては、合併以前のそれぞれの町においてそれぞれの目的でつくられた

ものと思っております。この施設については、各町にどれくらいの規模があるかとい

うのは、まずもってそれぞれの町の利用目的とか財源とかそういったものになると思

います。 

 先ほど言われましたように、３つ必要かということでございますけども、現在、白

石町の公共施設等総合管理計画を作成をいたしておるところでございますので、そう

いった中でこの必要性等を検討していきたいというふうに考えてるところでございま

す。 

 

○草場祥則議員 

 過去に建設された公共施設が更新時期を迎える一方で、財政は非常に厳しい状況に

あるわけでございます。古くなった施設は今後多額のメンテナンス費用、また耐震費

用が必要となってくるんじゃないかなと思います。 

 そこで、白石町でも、２番目ですけど、公共施設等総合管理計画が策定されており

ますが、施設の統廃合や長寿命化などの個別計画の検討状況についてお聞きしたいと

思います。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 議員言われますように、平成29年３月に白石町公共施設等総合管理計画を作成をい

たしております。公共施設等の管理に関する基本的な考え方といたしまして、維持管

理コスト削減を優先することにより町民サービスが著しく低下しないように持続的な

行財政運営と適切な公共サービスの提供を、この両方を基本目標としているところで

ございます。 

 この計画では計画期間としまして、平成48年度までに公共建築物の総量を、現在約

12万平方メートルございますけども、これを約８万平方メートル、約30％の削減を数

値目標としておるところでございます。 

 検討状況につきましては、現在、役場内で管理職以上の白石町行政改革推進本部と

いう組織がございますけども、この中で町全体のまちづくりを視野に入れたところで

の施設の再編、そういったところでいろいろな角度から現在検討を行ってるところで

ございます。一定の結論を出した後に町民あるいは施設の利用者等への説明、そうい
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った中で意見を聞きながら再編方針を決定したいと考えております。存続施設を対象

にしまして個別施設計画を策定することにいたしてるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 計画の中にはこういうふうな施設、ゆうあい館とかそういうふうなところの検討と

いうのも入ってるわけですか。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 公共施設としてある全てが対象として検討いたしているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 こう見よって、ゆうあい館にも公民館があるわけですね。それから、総合センター

にも公民館があると、中にですね。自有館だけはなくて、有明公民館は別にあって、

有明公民館はかなり古くなってるというようなことで、自有館をどうするかというこ

とは検討はされるわけですか。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 先ほど言いましたように、自有館だけをどうするかというところではありませんで、

公共施設のあり方、先ほど言われましたように、有明地域におきましては有明公民館、

自有館がございます。そういったところでどういった施設としてあるべきか、そうい

ったところを含めて検討をいたしてるところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 これからはメンテナンスとか、例えば学校なんかは２階のあたりにエレベーターば

つけんばなとか、そういうふうなものが出てくると思いますね。多額の費用が必要に

なってくると思いますので。もう５年ぐらい前から何とかせんかというようなことで

議会のほうからも話が出ておりましたけど、早急にこういうふうなものはどうするか

という方針を出してもらって、私たちにも示してもらいたいと、そういうふうに思い

ます。 

 それで、３番目の将来の維持コストを勘案した場合、いろんな施設に転用すること

ができないかということで質問をしておりますけど、私が心配するのは自有館、ふれ

あい郷の今後ということで、先般ある団体であそこを使って大きな大会をしたわけで

すね。そしたら、放送施設といいますか、それから光を当てたりとか、そういうふう

な施設がもう古くて、新しいものを使われないというようなことやったもんで、あそ

この職員さんに聞いたら、なかなか予算がなくて、もう新しゅうできんというふうな

ことで。それから、椅子も何かもう固定式というか、直してあるから、経費がかかる

から、そういうふうなことで、このまましよったらどがんなるやろうかというような
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ことで、非常にそのとき考えたわけですね。私たちもまたなるだけ節約せんか、節約

せんかと言っておりますけど、私その人に言いました、私たちは節約せんかと言よう

ばってん、皆さん方の苦労は大変やろうねと。これをいかに維持していくかに今もう

きゅうきゅうとしてると話されまして、何とか個人の機械を持ってきて大会が終わっ

たというようなところです。 

 その中で、きのう内野議員が言われましたように、白石町は教育の町ということで、

学園都市をつくらんかというようなことを前から片渕議員なりいろいろ議会からでも

話が出てるわけですね。 

 それで、私の友達の子供さんがちょっと体が不自由で、遠い金立とか大和までなか

なかやれんというようなこと、それからいっぱいということで家で面倒を見て、草場

さん、ここら辺何かあったらねというようなことを前から言いよって、その方は亡く

なられましたけど。 

 そういうことを考えた上で、県立養護学校が白石にもあればという話をよく聞きま

す。今は嬉野市にあるわけでございますが、そこに白石町の児童・生徒は通学をして

るわけでございます。それで、スクールバスが役場経由で出ているわけでございます

が、本人また保護者のことを考えたら、この小城、杵島郡エリアにもぜひとも県立の

養護学校のようなものをつくられんかというようなことを考えよったら、あそこの自

有館をより発展的にさせるためにも、体育館もあるしプールもあるしですね。あそこ

の体育館はあそこの幼稚園が運動会で使われたりいろいろできるわけですね。それか

ら、プールもあるしですね。そういうふうなことで、前向きに検討してもらえればと

いうことで、皆さんに資料として差し上げておりますけど、この県立養護学校の配置

ですね。大和地区とか唐津なんかはあるわけですね。嬉野ありますけど、伊万里、唐

津ですね。私たちに肝心な白石、杵島郡、小城郡がなかなかないわけですね。そうい

うふうなところで、白石町に新たにつくるにもお金がかかるし、あそこやったら校舎

を建てるだけで何とか利用できないかというようなことで、あそこに養護学校ができ

たら、鹿島、北方、大町、江北、芦刈、あそこら辺からも大いに需要がありゃせんか

と思います。 

 教育課長に聞きますけど、障がい者のこういうふうなニーズというのはあるわけで

しょうか。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 私のほうから答えさせていただきます。 

 特別支援学校の設置についてまずお話をさせていただきますと、設置基準という具

体的なものは特に設定されていないのですが、実は平成29年３月に佐賀県の特別支援

教育第三次推進プランというものが、もともと策定されたものが新たに改定されてお

ります。その中の大きな柱の一つとして、児童・生徒数の増加に対応した教育環境の

整備ということで、特別支援学校については本校の整備や分校設置について各特別支

援学校の状況に応じて選択しながら対応していくことと明記されております。現在、

お示ししていただいた資料のとおり、県内の５つの地区にそれぞれ設置されているわ

けですが、議員御指摘のとおり、若干白石町からは遠いというふうな状況もございま
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す。そのための１つ目の対応が、先ほど話の中に出ましたスクールバスの運行という

ところがございまして、その対応について昨年度からこの推進プランに基づいて行わ

れているということです。 

 ただ、自有館をと具体的な例として挙げていただきましたけど、自有館の転用とい

う部分については若干県の方針とは違うところがございまして、方針の中に交流や共

同学習を推進するという観点を非常に重視しているということが一つございます。そ

こから申しますと、施設は地域の小・中学校の余裕教室などを利用した設置を検討す

るというふうに明記してあります。そこがまず大前提となるのかなということが一つ

ですね。 

 それと、今、校区内の嬉野特別支援学校については、まだ若干の受け入れは可能で

あるというふうなことを聞いております。特別支援学校に入学するためには医師の診

断書、それと特別支援学校が適しているというふうな診断が必要ですので、その診断

を受けている児童・生徒につきましては、まだ白石町内においては受け入れ可能な状

態であるというふうなところから、あくまでこの県立特別支援学校の設置については

県の意向に沿って行われるというところが前提となっております。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 前提は前提として、そこら辺は公共施設であるもんで、自有館もですね、そういう

ふうなところで何とかできないかというふうに思います。 

 ほとんど山に近いところにあるわけですね。ああいうふうな平地につくって、そし

てそういうふうな障がい児の方等を見る、見ると言ったら語弊があるかわかりません

けど、触れ合うということも非常に学校教育のためにもなりゃせんかと、そう思いま

す。また、あそこは潟にも近いし、それから病院もちゃんとありますから、近くにで

すね。なかなか厳しいハードルはあるかと思いますけど、ひとつ当たってみてもらっ

て。というのは、四、五日前に川副中学校がそういうふうにして大和特別支援学校の

分校を誘致するというふうなことが新聞に載っておりまして、ああ、ちょうどよかっ

たなと思ったんですけど。あそこはまた同じ佐賀市内なんですよね。ですから、佐賀

市内に幾らもつくるよりも、こういうふうな杵島郡、江北町で、それでまた教育に熱

心な白石町にぜひとも誘致してもらいたいと。中学校はほんなら近くやけん、有明中

学校は。ですから、あそこの一部と考えたら、そこら辺は私個人的にはどうにかなり

ゃせんかなと思うわけですよね。そんなことで、できないということが前提じゃなく

て、できるということでやって、ひとつぜひともあそこに障がい児の養護学校をして、

そしてまたあそこの自有館をさらに発展するように努力してもらいたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 これからは県の動向等も注視しながら、その点も視野に置いて進めていきたいと思

いますが、先ほど話にありました大和特別支援学校の分校舎設置については、プレハ

ブ校舎で対応しているというところが一番のネックになっており、現状としては優先
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順位が高かったということを申し添えておきます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 理由をつけたらいろいろ出てくると思います。ただ、やるんだというふうなことで

ぜひともやってもらいたいと、そのように思います。非常にあそこは場所的にも、そ

してみんなの目に触れるということも、以前は障がい児とか発達障がいですか、隠す

というような風潮やったんですけど、今はもう父兄の方も表に出して、堂々と生きて

いけというようなことで教育しておられますので、ぜひともあそこの自有館を使って、

よりよい施設になしてもらいたいと、そう思います。 

 この前、新聞にこういうふうなことが書いてありました。自治体は施設を新たに建

設することは熱心であるが、往々にしてその後の運営や事業については予算をかけた

がらないと。例えるなら、高い車を買って、駐車場代は仕方ないが、走らせるとガソ

リン代がかさむからといって使わずに置いているというような例えでして。ですから、

そういうふうなところで、町長、ひとつあそこを県のパイプを使って、何かそういう

ふうな有意義な施設になるように、どうせお金をかけるならそっちのほうにかけてや

ったらどうかと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 議員のほうから、もう少ししっかりやれというようなお話かというふうに思います

けども。 

 先ほど主任指導主事からもお答えありましたように、条件がクリアできるのかとい

うのがあるわけでございますけども、先ほど議員のほうからもしっかりと言っていた

だきましたけども、できるというところからのスタート、最初からできないというと

幾ら検討してもできるというとに行き着かないわけでございますけども、できるとい

うところからスタートして、結果的にできないというのはあってもいいのかなという

ふうに私は思っております。だから、スタートができるというところからスタートし

ていかな事は進まないのかなというふうに思います。だから、できるところからやっ

てはまいりますけども、最終的にそれができるかどうかは、いろんな条件等々がござ

いますので。また、あとの有明スカイパークふれあい郷につきましても、建物と広場

というのがございます。広場についても、皆さん御承知のとおり、ぺったんこ祭り、

町内での３大イベントの一つでございますけども、一番お客さんが寄っていただくの

がぺったんこ祭りであろうかというふうに思います。そういうことも勘案して、町内

でみんなで議論をさせていただければというふうにも思ってるところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 あそこも有明中学校の一部だというふうに無理してとったらとれんこともないと思

うし、ぺったんこ祭りも養護学校と一緒にやるということもまた一つの道じゃないか

なと、そういうふうに思います。ですから、何回も言いよっですけど、できるという
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ことでやってみようということでアタックをしてもらいたいと、そういうふうに思い

ます。ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、２番目の学校給食の件についてお伺いいたします。 

 学校のことで一つだけ鼻高々になったといいますか、行くたびに三夜待でも、白石

町はようエアコンばはめたのうということでお褒めの言葉をいただきますけど、副町

長、どうですか、そういうふうな言葉は聞きますか。 

 

○百武和義副町長 

 学校のエアコン設置につきましては、ことしの夏が非常に暑かったということで、

全国的にエアコン設置をなぜしてないのかとか、そういった声が特に保護者の皆さん

たちから上がっておって、新聞の報道でも何回も載っておりまして、白石町は早目に

取りかかったので本当によかったというふうに思っております。そういったことで、

子供たちまた保護者の皆さんからもありがたいということでの話は伺ってるところで

ございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 他町に先駆けてされるということは非常に私たち議員としてもうれしいし、誇りに

思うわけでございます。 

 ただ、ちょっと思うのは、教育長、これは100％自費でしたわけですよね。政府が

今度はそれを補助して、とにかく全部つけるというようなことで、早うして損したか

なというような感じになりゃせんかと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○北村喜久次教育長 

 エアコンの設置について、特に今年度はものすごい猛暑で、よかったなとつくづく

思ってるところですが。 

 先ほどの質問につきましてはニュースが流れておりますけど、まだ県内でも進んで

ないところもあって、教育長会等でも議論がされますけど、今の件については今後ど

うなるかがまだ見えておりませんので、何ともお答えしづらいところがあります。 

 

○草場祥則議員 

 それでは、学校給食についてお伺いしたいと思います。 

 だいぶ年度初めぐらいから職員の方は給食室の臨時職員さんの件で苦労をされてる

と思います。私のところも、私も文教の委員長をしよるもんで、何とか探してくださ

いというようなことで私も紹介したこともありますけど。 

 それで、この学校給食の運営面ですね、特に職員の確保というような面を入れて現

状と課題についてお伺いいたします。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 学校給食の運営面につきましては、課題がありながらも運営が現在はできておりま
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す。ここに至るまでにつきましては文教厚生常任委員会にもいろいろ御相談をさせて

いただき、御協力いただいたことに感謝を申し上げます。 

 それも含めまして、これに至るまでのことを申し上げますと、平成29年度の調理員

の募集におきまして、それまでの給食センター１箇所、学校調理場６箇所の調理員の

人数が雇用できませんでした。29年度の話でございます。このため、福富中学校の調

理場を閉鎖せざるを得ませんでした。これは、福富中学校の調理場に問題があったわ

けではございませんで、調理数が、つまり生徒数が一番少なかったのが福富中学校で

ありまして、その調理数を給食センターで追加調理が可能であったということの理由

により福富中学校を閉鎖したものでございます。 

 しかし、この状況を経まして、今度は29年度の途中ですけれども、調理員の中途の

退職が複数また生じまして、その補充に大変苦労したものでございます。退職してい

ましたもとの正規職員、そちらのほうから応援の申し出がございまして、その応援を

得て、辛うじて昨年度、29年度は運営ができた状況でございます。 

 そこで、29年度中に全調理関係の職員にアンケートをとりまして、それに基づいて

30年度から幾つかの待遇改善を行いました。それを申し上げますと、現場の職員と事

務局の職員の意思疎通をまずとることにいたしました。次に、経験年数によりまして

賃金のアップを図りました。調理の現場が一部臨時職員のみの調理場がございますの

で、そこにはリーダー職を設けまして、まとめ役をしてもらって、責任に見合うその

方には賃金をお支払いすることにいたしました。また、限られた人数でやっておりま

すので、休暇がなかなかとりにくいということがございましたので、休暇に対する応

援要員を学校調理場のほうに配置をするようにいたしました。そして、夏休みの収入

を確保するために学童保育従事のあっせん等の改善を図ったところでございます。 

 しかし、これらを実施するということにして30年度からしておりましたけども、

30年度の調理員の募集におきましては１月の当初募集時には必要な人数がそろいませ

んでした。３月末の調理員を配置する日の当日の朝になりまして、やっと人数が足り

たという状況でございます。それで現在は運営ができている状態でございます。この

ように調理員の確保が一番の大きな課題となっております。 

 また、運営面の課題としましては、調理場の施設の老朽化がございまして、一番古

い調理場は37年が経過しております。他の施設、調理機器におきましても老朽化が進

んでる状況でございまして、これも課題となっております。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 なかなか人員確保に苦労をされてるようでございますが、２番と３番と続けていき

ますけど、今後もこのように職員の確保に苦労するというふうに思われます。今行わ

れてる自校方式でこの先やっていけるのかどうか、それとまたなかなか人材が集まら

ないという原因ですね、それを捉えておられるのか。私もいろいろ聞いております。

原因を捉えておられるのかお聞きいたします。 

 

○吉岡正博学校教育課長 
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 現在の方式でやっていけるかの課題でございますが、まず単独調理場方式、自校方

式でございます。これは、給食をつくる調理員とそれを食べる児童・生徒が同じ施設

の中にいますので、顔の見える給食が提供できます。そこでは児童・生徒と調理員の

日常会話がありますし、感謝をする交流会などが開かれております。一方、共同調理

場方式、つまりセンターによる調理におきましては、維持管理のコストが大きくなり

ます。福富中学校の給食を給食センターで調理することによりまして、調理員等の雇

用人数は町全体で２人少なくなりました。また、経費も人件費も含めまして約400万

円少なくなっております。現在の学校給食センターの施設、設備では、町内11校全て

を賄うことができない状況でございますので、そのため調理員の必要数の確保、老朽

化した施設整備の修繕を行いながら、現在の単独調理場方式、自校方式の併用もしな

がら維持を努めていく必要があると現在は思っております。 

 続きまして、調理員の確保が非常に難しい原因でございますが、これはもう皆様よ

くニュース等でお聞きと思います。現在、企業活動が非常に活発になっておりまして、

それで社会全体が大変な人手不足になっております。これが一番の原因でございます。

その中でも特に清掃、介護そして給食調理がなかなか人が集まらないというふうにな

っております。同じ調理現場でもあります外食産業におきましては、人手不足により

まして営業時間の短縮や営業店の閉鎖があってるとニュースになっている現状でござ

います。まずはそこが一番の原因かと思っております。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 それでは、全体的な４番目に入りますけど、臨時職員の今後のあり方とは何かを質

問したいと思います。 

 労働力人口がこれからも激減すると予想されてる中において、臨時職員の確保は町

行政全体の問題であると、そのように考えます、給食室だけの問題じゃなくてですね。

それで、この対策について検討されてるのかどうかお聞きいたします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 臨時職員の確保につきましては、例年、新年度からの従事に向けまして、12月から

年明け１月にかけて町行政全体分として総務課において募集を行っております。その

後、最終的には担当課の面接を経まして、採用を行っている状況でございます。 

 ここ数年、採用枠約90名程度に対しまして約140名程度の応募があっているという

ような状況でございます。ただ、先ほど議員おっしゃいますとおり、給食と一部の業

務につきましてはなかなか定着していただけないという現状もございまして、今のと

ころ担当課の職員が相当苦労をして募集に当たっている状況で、その結果としてぎり

ぎり何とか人手が見つかってるというふうな状況でございます。 

 今後、待遇面の見直しや業務そのものを民間に委託できる部分は民間に委託するこ

と等も含めまして、知恵を出し合いながら検討をしていかなければならないというふ

うに思っております。特に待遇面につきましては、同一労働同一賃金という原則のも

と、できるだけ不公平が生じないようにしたいと思いますが、また平成32年４月から
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は会計年度任用職員制度というものが導入されることになっておりまして、これまで

位置づけが不明確でありました臨時嘱託職員につきまして、各種手当の支給まで含め

た抜本的な改革をしていかなければならないようになります。こういった新制度を有

効活用していくためのよりよい制度の設計に向けた検討、その中には条例、例規等の

整備が必要になると思いますが、さらには今後ふえていくと考えられます再任用職員

の有効配置等、それから先ほど申し上げました民間委託の検討とあわせまして、さら

なる職員の適正配置を目指しながら、なおかつ行政サービスの質の低下を招かないよ

うに総合的に取り組んでいく必要があると考えております。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 そしたら、今の役場職員さんの正規と非正規の割合と、大体どこの企業でも正規社

員は少なくなして、パート社員を入れるというような、経費節減のためにですね、そ

ういうふうな方策がとられておりますけど、役場としてそういうふうな考え方をとる

ものかどうかお聞きしたいと思います。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今、正規職員につきましては約270名程度おりまして、今言いましたように、臨時

さんにつきましては90名程度というふうなことになっております。それで、平成32年

４月から会計年度任用職員制度というふうなことで制度的に変わりますので、その部

分につきましては現在の正規職員並みの各種手当等を支給しなければならないという

ふうなことになっておりますので、制度を導入することになりますと、今のままの状

況で90名の方がそのままそっくり制度に移行するとなれば、結構財政面で負担がかか

ってくるのは間違いないというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 正規職員は目標は255人ですね。そういうふうなことでいくわけですね。 

 そしたら、私も何回か勤めてくれんねと言うたら、ほとんどが給料面で言いんさる

わけですよね、非正規職員の方はですね。特に給食室は、もう夏休み、冬休みがある

というようなことで、そこら辺のことをフレキシブルに考えてもらって、何とか給食

は大事な事業ですので、そこら辺はできないものかお聞きいたします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今、給食調理のみならず人材確保については、手当等の面がございまして、白石町

としては通勤手当等は支給をいたしておりません。それで、通勤手当があればという

ような、調理員さんを探すときにもそういうお話があってるのは承知をいたしており

ます。それで、今言いました、32年度からはそういう通勤手当とか時間外手当とか期

末手当とかそういうふうなことで、これは条例等で規定をしていかなきゃなりません

が、そういう手当まで支給しなければならないようになってまいりますので、そうい
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う点では必ず検討するようになると思います。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 今、人材不足の件でいろいろありましたけど、かなり苦労をされてるというような

ことで、私も言われたときに、こんなことで自分の仕事できよっとやろうかなという

ふうなぐらいに。それで、何とかせんばらんばってん、それなら給食室を自動化する

かというようなことも考えておったんですけど。回転ずしが店が大体半分ぐらいにな

っとると。その原因は、一つは人手不足だと。それから、その人手不足を補うために

は全自動化しないといけない。そしたら、資本が要ると。そしたら、資本の大きいと

ころしかもう残っていかんというふうなことで、大分回転ずしも減ってきたというふ

うなニュースがあっておりましたけど。 

 そういうふうなことで、自動化するよりも職員の待遇をようしたほうがようはなか

かというようなことで、私なりに課長とも話をしておりました。そんな中で、人材不

足を考えたときに何とか民営化にあそこはしたほうがましじゃなかかと。役場職員さ

んがあがんして人事で苦労するよりも、そういうふうなことで民営化はできんやろう

かなということで話し合いをしたわけですが、この民営化にもいろいろあって、完全

にもう民営化する、全部もう丸投げでですね。それと、皆さんにここに資料でやって

おりますけど、こういうふうな調理部門だけを民営会社にもう任せると、つくるとだ

けですね。こういうふうなことで、この青い印をしてるのが民営会社に任せるわけで

すね。ですから、献立とか、それから食材の発注とか検査とかそういうものは町がす

るわけですけど、あとこういうふうに調理作業、そういうものを民営化して、なかな

かうまくいってるというようなところがあるもんで、ひとつ考えられんかなというよ

うなことで質問します。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 議員がおっしゃいましたように、学校給食の民営化、民間委託といいましても幾つ

かの方法がございます。 

 一つに、議員が持ち込みをされました資料にありますように、調理業務の民間委託

という方法がございます。せっかく詳しい資料がございますので、これに基づきまし

て御説明を申し上げますと、①ですけれども、献立の作成は学校の栄養士が作成いた

します。②食材の発注は、学校の栄養士が決めた食材を、当町の場合はセンターも含

めまして学校が発注いたします。③調理の指示につきましては、学校の栄養士が行い

ます。④調理の作業は、民間会社の調理員がここで行うことになります。⑤調理の検

査、それから検食ですけども、これは学校の栄養士または校長が行います。⑥配膳や

配送、当町の場合はセンターがありますので配送になりますが、民間会社の調理員等

が行うことになります。⑦給食時間の指導は、学校が当然行います。⑧食器の洗浄や

保管等は、民間会社の調理員が行います。青色のかすみがかかった④調理作業、⑥配

膳、配送、⑧清掃、洗浄、保管が民間委託の部分でございます。これで給食としての

品質は町が直接雇用する調理員が調理するのと何ら変わりはありません。 
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 現在においても、給食センターの調理員の一部につきましては民間企業からの派遣

社員でございますので、この点においては一部民間委託の状態とも言えます。違いは、

調理員としての雇用や身分保障、それから研修や人事管理を専門的に企業が行うとい

うことになりまして、町はそれに対して委託料を支払うということになってまいりま

す。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 お尋ねしますけど、今の給食室の人員構成といいますか、臨時職員さんは何名ぐら

いでしょう。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 本年度、給食の調理は、センターそれから学校も入れまして32人で行っております。

そのうち、センターが13人でございます。正規職員は学校のほうに４人おりまして、

臨時職員が15、それから先ほど申し上げました民間からの派遣社員が３人、合わせて

32人で調理を行っております。 

 

○草場祥則議員 

 ほとんどが臨時職員さんということで、考えようによったらもう民営化になってる

のと変わらんというわけですね。今の臨時職員さんたちに研修というものはできてる

わけですかね。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 研修はいろいろしております。まず、杵藤地区での研修もございますし、町内での

栄養士を講師とした研修も行っております。それから、本年度から特に始めましたの

が、調理場ごとでやり方が違うとかがありましたので、町内の調理場で行き来をして、

研修をして、ほかのとこのやり方を見て、ああ、こういうふうにしたらいいんだなと

かということの研修をしております。これは、もう一つ目的がございまして、ある調

理場で職員が休んだ場合に、そこにほかの調理場から応援に行くと、やり方が違うと

非常に戸惑いがお互いあるということがございましたので、調理場間の調理方法を均

一化するという意味を目的としまして、学校調理場の町内での行き来をした研修会等

もしております。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 今の待遇で余り研修したらすぐやめていきはせんかなという心配があるわけですね。

その点、民間会社に任せたら、そういうふうな研修もするし、それから職員の質とい

いますか、かなりよくなっていくんじゃないかと、今が悪いというわけじゃないです

けどですね。そういうふうなところで、ぜひともこの調理部門だけでもそういうふう

な民間会社にお任せして、あとの献立とか検査とかそういうものは町が責任持ってや
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るというふうな方法が一番ベターじゃないかなと思いますけど、教育長、どうなんで

しょうか。 

 

○北村喜久次教育長 

 給食の運営について先ほどからいろいろ御意見が出ております。説明もさせていた

だいてます。 

 人材確保については今のところ充足してますけど、これが急激に好転するという見

込みはないように思います。給食については、ただ子供たちに給食を提供するという

だけじゃなくて、食育の今のところ根幹を担ってるというふうに認識をしています。

そういう意味で、今後どうするかにつきましては、学校の再編、統合の問題も提案さ

せていただいておりますので、これとあわせて町内の給食提供のあり方、どのように

したほうがいいのかということで民間委託も含めて総合的に検討していかなきゃなら

ないと思ってるところです。 

 

○草場祥則議員 

 ひとつ子供たちの健康、それから食育のためにもしっかりした計画を立ててやって

もらいたいと、そのように思います。ひとつよろしくお願いしておきます。 

 それでは、最後になりますけど、地域商店の活性化についてということで、これは

前回も質問しましたけど。新聞ですかね、ここに書いてますように、群馬県で私の質

問したようなことがあってるというような事項が載っておりましたもんで、あと一回

確認をしてみようというふうなことで質問をいたします。 

 ６月議会において、各商店の存続を考えたときに、町の行政機能の一部を担っても

らうような考えについて質問をいたしました。群馬県の自治体では、商店に近隣の高

齢者宅の訪問や安否確認を委託したり、商店を災害時の住民の一時避難場所、消防、

警察の指揮所にして利用しておられるということでございます。これにより、行政と

住民が連携した安全・安心なまちづくりと商店の活性化に寄与をしてるというような

記事が載っておりました。 

 それで、本町においても、この前質問しましたけど、このような手法で商店の活性

化を図っていくべきじゃないかなと思いますけど、再度質問いたします。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 御質問でございます群馬県の事例でございますけども、新聞報道によりますと群馬

県下仁田町でございます。群馬県下仁田町は過疎化が進みまして、町内にガソリンス

タンドが２箇所しかない、その１箇所に防災対策や高齢者の見守りなど行政機能を持

たせることで存続を図ることを目的として支援をしているということでございます。

当該事例につきましては、燃料供給体制の維持を目的として国が過疎地域のモデルと

して実施をしているものでございます。 

 本町におきましても同様に過疎地域でありまして、また高齢化も進んでいることか

ら、当該事例につきましては安全・安心なまちづくりや地域商業活性化の面で大変参

考になる事例であろうと考えております。６月議会の折にも行政の事務の一部をとい
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うふうな部分で商工会とも協議をさせていただいてる状況でございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 そしたら、課長、商工会との話し合いはされてるわけですね。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 ６月議会が終わって６月末に、これは商工会の事務局とまずは協議を行っておりま

す。その中で、今さっき言いました、６月にも御質問があった行政の業務の一部をし

て、地域の商店の経営力強化につなげていくという部分で商工会事務局と協議は行っ

ております。商工会の事務局としても、同様に後継ぎ問題とか商店の収益面について

の問題意識を、危機感を持っておられるといったことで、今後とも商工会内、それか

らいろいろ部会がございます、商業部会等で検討を行って、町としても協議していく

こととしておるところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 町長にお伺いしますけど、これを町の行政の取次店というような考え方でして、こ

れからの地域のコミュニティといいますか、私たちの組合も20軒ばっかりあったわけ

です、若いころはですね、ソフトボール大会をしよったわけですけど、今は世話人さ

んといいますか、もう四、五軒しかないわけですね。あとはもう高齢者とか、一人で

もう配り物は配りきらんというふうなことでですね。ですから、今後こういうふうな

とはかなりざっとなか時代が来るんじゃないかなと、この維持をしていく今の区長さ

ん、世話人さんというふうなこの流れはですね。そういう中で、こういうふうな取次

店といいますか、そういうものをしたら、今後の町の行事が末端まで伝わるというよ

うなことの意思伝達ですね、そういうふうな面を含めて非常に有益じゃないかと思い

ますけど、いかがでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 本町の安心・安全なまちづくり、また地域商業の活性化については、本町のみなら

ず過疎化が進展しておる全国的な問題であろうかというふうに考えます。具体的な事

例を御紹介いただいたわけでございますが、そういった方法につきましても改善策と

して一つの選択肢であろうというふうには思います。いずれにいたしましても、今後、

地域や商店、商工会とも協議をさせていただきまして、さまざまな事例を参考にして、

検討してまいりたいというふうに考えます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 エアコンの件もありましたように、よそに先駆けてこういうふうなコミュニティを

つくるというふうなことで、ひとつ町長の陣頭指揮のもと頑張ってやってもらいたい
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と、そういうふうに思います。 

 これで質問を終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで草場議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

10時26分 休憩 

10時45分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。中村秀子議員。 

 

○中村秀子議員 

 一昨日の台風21号及び、昨日は北海道地方に震度６強という地震が起こりました。

被災された方々に深くお見舞い申し上げます。 

 私たちは、東日本大震災の後も災害が相次ぎ、一昨年は熊本大地震、昨年は北部九

州大水害、そしてことしは西日本大水害と毎年大きな災害に見舞われております。今

の気象状況を見ると、これは予想される現象であると理解しなければなりません。温

暖化がもたらす影響はこのような災害につながっており、いつ本町が豪雨等の災害に

見舞われるかもしれないということを受け入れて、準備をする必要があろうと思いま

す。 

 ７月の台風や豪雨の際には、私も豪雨のとき、地域の状況を車でですが見回ったと

ころ、町の職員の方々がいろんな水門に立って、水門の調整をされていたのに非常に

安心感を見ました。風も吹いて雨も降っているときでしたけれども、町の男性職員の

方が水門を開けたり閉めたり調整をされてた。こうやって本町は守られているんだな

というふうなことを感じまして、深く頭の下がる思いをいたしたところでした。７月

の台風や豪雨の際は、潮や降雨の状況に応じて各河川の水門を管理していただきまし

たけれども、この機会を検証し、この水害をしっかりと検証し、その蓄積されたデー

タのもとに、今後災害に見舞われた際にどうしなければならないのか、災害を防ぐた

めにどうしなければならないのかというふうなことを構築していく必要があろうかと

思いますので、検証について質問いたしたいと思います。 

 まず、台風７号及び豪雨の被害状況について報告をしていただきたいと思いますが、

資料を要求しておりましたので、それに基づいてしていただければと思います。また、

その後の対応についての状況を報告してください。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 本町におけます被害状況についてのお尋ねでございますが、それぞれ担当が各課に

わたりますが、被害状況を総務課のほうで取りまとめをさせていただいておりますの

で、私のほうから答弁をさせていただきます。 

 まず、台風７号の被害でございますが、主なものについて答弁させていただきます。 
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 福富地域、新拓、遠江地区付近で大規模な停電が発生をいたしております。また、

有明中学校の正門門扉が強風により変形をしたほか、公共施設のガラス破損及び樹木

の倒木などの被害が各所で発生しております。また、そのほか農業施設被害につきま

しても、アスパラガス、イチゴなどのビニールハウスの破損など65件が発生をいたし

ております。 

 次に、７月５日からの豪雨被害でございますが、公共施設等などの大きな被害はな

かったものの、林道などで小規模ではありますが道路法面の崩落が数箇所発生をして

おります。そのほか牛間田地区、馬洗地区では宅地裏山の法面の小規模な崩落が発生

をいたしたところでございます。また、町内各所で冠水被害が発生をいたしまして、

国道、県道を初め、町内17箇所の通行どめが発生をいたしております。牛間田地区、

中郷地区などで計27箇所の床下浸水と床上浸水１箇所の冠水被害が発生をいたしたと

ころでございます。なお、被害発生箇所につきましては、関係各課で迅速な復旧に努

めまして、おおむね施設の災害復旧については完了をいたしております。また、林道

の法面崩落につきましても、今年度中に補助事業などによりまして対応をする予定と

なっております。なお、幸いにも今回の災害によりまして人命にかかわるような被害

は発生いたしておりません。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 今回の水害では、六角川あるいは塩田川ともに危険水位を超えて、もうちょっとで

も雨が降れば堤防が決壊するような状況でした。幸いなことに６日の８時以降は雨が

やんで、事なきを得たというところが本当によかったなと思っております。 

 従来よく冠水する箇所というのが、いただきました資料の中でも今回17箇所出てお

りますけれども、見て回ったところ去年の水害よりも小規模な浸水であったなという

ふうに、冠水ですね、道路の冠水が降雨量の差もありますけれども少なかったなとい

うふうに感じたところでしたが、今回の補正予算でも組まれておりますけれども、

51号地沈水路については強制排水の排水ポンプを設置され、河口では排水をされると

いうようなことを事前に伺いまして、その様子を見ておりましたけれども、廻里津付

近、いつもならば冠水するところがいたしませんでした。各所でポンプで強制排水を

されたかと思いますけれども、そこら辺の検証についてはどのようにお考えでしょう

か。 

 

○喜多忠則建設課長 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 今回、農政局より４台のポンプを貸し出しをしていただいて、その中で廻里津と

51号のポンプの場所に設置をさせていただいております。 

 基本的には大雨時にはフル稼働をさせていただいて、ある程度の効果は見込まれま

した。ただ、ポンプの能力というのがなかなか低かったもんですから、至るところで

冠水をしたところではありますが、冠水とか浸水については早目に軽減されたという

ことはよかったかなということで思っております。 
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 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 私も、毎年あそこら辺は冠水する地帯ですから、ポンプの効果というのは確かにあ

るんだなというのを感じたところですが、これ貸し出しでしたけれども、このように

毎年水害があるというふうな想定ならば、もう恒久的に町で設置するというふうにし

たほうがいいんじゃないだろうかというふうに思うわけですが、９月の補正予算でも

その貸出料とか設置費用とかというのを計上されておりましたけれども、どのように

しても経費はかさむところですけれども、効果があるのならばずっと常時設置という

ことで考えてはどうかと思うんですけども、いかがでしょうか。 

 

○笠原政浩農村整備課長 

 今回、応急用のポンプを農水省のほうからお借りいたしまして、稼働をしたわけで

すが、毎回雨の降り方、あるいはそのときの農作物の作付状況、こういった状況で冠

水の状況が変わります。そういったことで、今回は６月末から３回程度稼働をしてお

りますけど、まだまだいろんなことを見てみたいと、調査をしたいというふうにも考

えておりますので、来年も農水省のほうから応急のポンプをお借りして、設置をして、

調査をしたいというふうに考えてるところでございます。 

 

○中村秀子議員 

 期間限定というのが不安が残るところだと思います。豪雨は確かに梅雨どき、ある

いは前線が張り出してきたときだと思います。台風というのは、もう４月ぐらいから

10月にかけて発生いたしますので、かなり長期間の間の対策が必要じゃないかと思う

んですね。常設できていれば、さらに安心感は高まるように思うんですけれども、そ

こら辺を考えて、設置をお願いしたいと思ってるところです。 

 次に、佐賀県で初めて大雨特別警報が発令され、市町では早期避難が呼びかけられ

ました。携帯電話だとかラジオ、テレビでもかつて経験したことのない水害が発生し

ますと緊急連絡もされておりました。 

 本町でも避難所を開設し、山沿いの地区への避難勧告が発令されましたが、その避

難の状況について御報告してください。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今回、佐賀県全域に平成25年の運用以来初めてとなります大雨特別警報が発表され

ました。それに伴いまして、白石町におきましても初めてとなります避難勧告を７月

６日の18時30分に発令いたしております。 

 その避難勧告でございますが、土砂災害にかかわる大雨特別警報でありましたので、

町内の山沿いにあります19地区の1,112世帯、3,372名の方へ勧告を行ったところでご

ざいます。結果といたしまして、開設しました４箇所の避難所、延べ49世帯、104名

の方が利用されまして、そのうち６日の午後10時現在には42世帯、88名の最多避難者

数となっております。提出しております資料にございますが、台風７号では40歳以上
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の方が避難をされておりますが、大体台風で自主避難所を設けますと40歳から50歳以

上の方が避難をされるわけですけど、今回、７月の豪雨におきましては、ゼロ歳から

９歳の子供さんから90歳以上の高齢者まで全ての年齢層で避難をされているというふ

うなことが特徴ではないかなと思っております。なお、４箇所の指定避難所以外につ

きましても、各地域の自治公民館や親類の家へ避難をされた方もいらっしゃるようで

ございまして、これはまさに共助の取り組みが実践されておると考えております。こ

のような取り組みが町内全体にも広がり、防災意識の向上につながればと思っており

ます。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 いただいた資料を見ますと、3,372名中、延べ人数ですけれども104名、最大避難者

数で88名が避難されたというふうなことですね。年代別を見ますと、一番危惧してお

ります70から79歳までが、豪雨のときですね、12名、80歳から89歳までが18名、90歳

以上が１名というふうに高齢者の方は31名避難されたということですが、一たび避難

がおくれると、誰かが取り残されると、テレビの中でも見ますように、ヘリコプター

を持ってきて救助されたり、もし土砂崩れで埋まってると、自衛隊や警察や消防団の

方が総出でその１人の方を探すというふうに、非常に大きな労力とか資本とかいろん

な人の力をかりなければならないような状況になるわけですね。一人も漏らさず高齢

者の方は安全な場所に早く避難していただくというふうなことが必要じゃないかと私

は考えるんですけれども、この数字から見える課題と対策についてどのようにお考え

でしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 ７月豪雨によりまして、70歳から90歳が31名でございます。７月の台風におきまし

ても同じ方がそこにおられるというわけではございませんが、数字としては30名ぐら

いの避難があるということで、今回大雨特別警報に対しての避難をお願いしたわけで

すけど、数字的には同じ数字が出てるということで、避難準備情報が何なのか、避難

勧告がどういうものなのか、大雨特別警報というのはどういうときに出てるのかとい

うようなことをもっともっと町民の方に知っていただくような、理解をしていただく

ようなことでこれからそういう広報周知に努めて、防災意識をもっともっと高めてい

ただきたいということと、あとは避難をするときは行政だけでは対応できない部分が

ありますので、地域の皆様方の協力、そして各自それぞれが防災意識の高まりをもっ

ともっとしていただくように町としても努めていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 災害時は自分の身は自分で守る、家族の身は家族で守るというような防災意識の高

まりこそ最も被害を少なくするところであると思います。やはりそこは啓発活動、そ

ういうふうなものが必要じゃないかと私も思っております。 
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 次に、冠水、浸水被害を防ぐには530万トンの雨水量を確保できる地沈水路の事前

排水ができれば軽減できるということは、何回もこの議会の中で答弁いただいたとこ

ろです。それができていないために浸水があったというふうな答弁も数度お伺いした

ところですけれども、今回、何回目ともなりますけれども、各地区の水利の担当者等

の話し合いがなされて、お願いをされていると伺っておりました、４月の段階でです

ね。 

 今回の水害時の事前排水の状況は、それを踏まえてうまくいったのか、上流、下流

との連携はとれていたのか。いろいろな状況が見てとれたわけですけれども、総括し

て530万トンの雨水量を誇る地沈水路の活用についてはどのように検証されておるで

しょうか。 

 

○笠原政浩農村整備課長 

 事前排水の状況等についてのお伺いだと思っております。 

 大雨による災害を最小限にとどめるためには、町内の農業用水路など事前に排水し、

降雨のポケットをつくることが最も重要なことと捉えているところでございます。 

 町では毎年雨季前、ことしは５月22日、23日、24日、３つの地域に分かれてですけ

ど、区長、それから用排水のゲート操作員、排水ポンプの操作員を対象に用排水調整

会議を開催し、農業用水の適正な小段管理や、大雨が予測される場合、事前排水のお

願いをしていたところでございます。 

 事前排水につきましては、昨年秋から大雨等による災害のおそれがあるときは防災

無線により河川や水路の落水をお願いしているところでございます。また、その後、

職員による町内の巡視で水位が高いところなどちょっと危ないなと気がついたところ

に関しては、個別に落水のお願いをしているようなところでございます。今回の西日

本豪雨についても、防災無線や巡視による水路の落水をお願いしたところでございま

す。こういった形で防災無線で呼びかけたことにより、家の近くの水路の水をもう少

し落としてもらえないだろうかと電話があり、ゲート操作員に依頼したこともありま

す。これは、住民の方の意識が水路に向くという意識の変化だと思っております。ま

た、ことしは事前排水をしてもらったので水害がなかったばいという話もいただきま

した。これは、ゲート操作員の御協力、御尽力のおかげだと感謝を申し上げたいと思

っております。 

 年々事前排水に御協力いただく地域がふえていると思っておりますが、田植えなど

農作業の状況、作物の作付状況、こういった状況で地域ごとに農業用水の管理の方法

が異なり、思うように事前排水ができない地域があるのも事実でございます。今後も

引き続き事前排水につきましては、用排水調整会議や防災無線での呼びかけや職員の

巡回による個別の相談等により地域の方々の御理解と御協力をお願いしてまいりたい

というふうに考えてるとこです。 

 

○中村秀子議員 

 農村整備課、あるいはそういう水門の調整員さんの方の御努力によってある程度保

水が保たれておると思います。それを役場の中の資料だけではなくって、町民全体に
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見える化していただいて、いろんなところでホームページなり何なりでしていただく

ことが、命より大事なものはありません、米がたくさんできても命を失ってはどうし

ようもないというふうに思っておりますので。稲わらの火という、水害があるとき、

自分の田んぼに火をつけて、津波を知らせたというような事例も昔あったことでもあ

りますし、努力されて、水を落として、非常に貢献されたところとかというふうな、

これもう少しで危なかったというようなところをぜひ見える化して、町民全体がこう

いう地沈水路というのは我々の地域を守る財産であるという認識を持つような施策と

いうのが必要じゃないかなというふうに思っておりますので、区長さんなりいろんな

方がいらっしゃるときにそういうことをしていただければ、水門の係の方だけではな

くって、家の周りにはたくさんの水路がありますので、そういう目で水路を見るとい

うようなことが必要じゃないかなというふうに思っております。ぜひ見える化をして

いただきたいと思っておりますし、ゲート調整員さんにアンケート調査を全体にして

いただいて、協力していただく方で結構かと思いますが、どのくらいの方がどのくら

い努力されていますよ、どのくらい達成できましたよというようなアンケート調査で

もしていただいたら意識は高まるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひ

来年に生きるようなことしの調査であってほしいというふうに考えております。 

 次に、災害時の危機管理は特に重要であると認識しております。人の命は何にもか

えがたいものです。一人でも犠牲者を出してしまうと、先ほど申し上げたように、警

察、消防を挙げての捜査となり、二次被害のおそれも出てきております。こんなとき

にほかの市町の成功例や失敗例を参考にして、本町の対応として考えていきたいもの

であるというふうに思っております。我が町で失敗はできませんから、よその町での

成功例、失敗例を参考にするべきであるというふうに思うんですけれども、愛媛県の

大洲市では肱川が氾濫し、広範囲で浸水被害に見舞われましたが、その中で885人が

住む三善地区では60戸が浸水、２メートルほどつかった家屋もありました。事前に作

成していた避難マップが住民のまとまった行動につながったそうです。また、同地区

には高齢者が多く住んでおられますが、自宅に取り残された人はおらず、地域ぐるみ

での備えが住民の命を救ったという報道がありました。この地区には避難するときに

避難災害カードというのをかけることになっており、名前、生年月日、緊急時連絡先、

持病などを書く欄があり、避難所でも名札がわりとなっておりました。避難時にカー

ドを身につけるのがルールになっておりました。もう一つは、Ａ３判の災害避難カー

ドで、地図上に危険なエリアが示され、通るべき避難路や近所で避難が難しそうな高

齢者の自宅を自分で書き込んでいくものでした。また、日田市の大鶴地区では、上宮

町集落も７割が浸水被害を出しながら、全員避難がなされたと報道されております。

そこには独自の判断、ここら辺にこうなったら全員避難というふうに住民みんなの取

り組みがあったというようなことです。 

 このような例を出した地区は、今回被害に遭いましたので大きく報道され、クロー

ズアップされておりますけれども、この方たちは随時大雨が降れば全員避難をされて、

たまたま今回甚大な被害に遭われて、それでも助かったという例ではなかろうかと思

います。大事なときだけ避難すれば、大雨、大水、もう未曽有の災害のときだけ避難

をすればいいというようなものでは、危機対応というのはそういうものではないと思
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いますね。常日ごろからみんなが避難をするというような心構え、習慣を身につける

ことが大事かと思っておりますけれども、こういうふうなまちづくりをしていかなけ

ればいけないんじゃないかなというふうに思いますけど、そういう避難に対する町の

リーダーシップだとかまちづくり、避難態勢について町長はどのようにお考えでしょ

うか、お伺いしたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 先ほど議員からも申されてましたように、毎年のように大きな自然災害が発生をい

たしております。想定を超えるような災害でございますけども。町民の皆さんの防災

への意識というものもここ数年飛躍的に高まってるというふうに認識をいたしており

ます。今回の平成30年７月豪雨におきましても、先ほど御紹介ありましたけれども、

自助、共助、公助の中で特に共助の部分において、地区全体として助かったというよ

うなお話もあちこちで報道されてるわけでございますけども、その共助がうまくいっ

たところにつきましては、地区の皆さんが全てが過去に災害があったとか、またハザ

ードマップであるとか、土砂災害危険区域の中に私たちの地域は入ってますよという

のを自覚されているからこそなったのではないかなというふうにも思います。町とい

たしましても、ハザードマップまた土砂災害危険区域等々の利活用や、また防災啓発、

防災講話や研修にも積極的に取り組んでいくと同時に、自主防災組織の結成促進につ

いても強力に推進してまいりたいというふうに考えとるところでございます。 

 

○中村秀子議員 

 願わくばことし初めて避難勧告を出されて3,372名中104名という数字が全員、特に

お年寄りの方は早目の避難が徹底できるような指導、意識の向上をぜひ図っていって

いただければというふうに思います。 

 次の質問に入りたいと思います。 

 エコの町への意識醸成についてということでございますが、昨今の異常気象は温暖

化の影響を受けたものであるということは明らかです。それを起因とする環境問題は

深刻さの度合いを増しており、その規模は地球全体に広がっています。本町の恵まれ

た住みよい環境を残していくためには循環型社会を構築する意識が不可欠と思います。

町民の一人一人が物を大切にし、ごみを適正に処理するだけでなく、ごみの排出抑制

に心がける意識を高めていくことが必要です。一人一人の行動が身近な環境だけでは

なく地球環境にも影響を与えていることを認識し、ごみの問題に取り組み、白石町を

エコの町として認識するような取り組みが必要であると考え、質問を行いたいと思い

ます。 

 本町では平成28年１月より佐賀県西部広域環境組合にてごみの広域化処理を開始し、

ごみの減量化と地域環境への負荷の少ない処理を進めているということでありますけ

れども、本町のごみの排出量の状況について資料を作成してもらっておりますので、

それに基づいて御説明をお願いします。 

 

○小池武敏生活環境課長 
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 それでは、議員のほうから資料要求があっておりますので、資料の説明を行いたい

と思います。 

 平成20年度から29年度までの本町のごみの排出量を表示をいたしております。平成

20年度から27年度の12月までは武雄市にございました杵藤クリーンセンター、それか

ら28年１月からは伊万里市に新設をしております佐賀西部クリーンセンターに可燃ご

み、不燃ごみ、粗大ごみを搬出をいたしております。 

 ごみの排出量の状況でございますが、クリーンセンターに出されるごみにつきまし

ては、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ合わせまして平成20年度が4,910トン、リサイ

クルをしております資源ごみを合わせたごみの総量が5,952トンございます。人口１

人当たり１日当たりで算出をした場合、右のほうでございますが、609グラムとなっ

ております。直近の平成29年度におきましては、クリーンセンターのごみにつきまし

ては5,197トン、資源ごみを合わせましたごみの総量につきましては5,655トンとなっ

ております。人口１人当たり１日当たりで算出をした場合、654グラムというふうな

ことで、この10年間に直しますと40グラムほど増加をいたしております。率で7.4％

の増加となっております。年間に直しますと約14キロの増加となっております。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 人口が減っているのにかかわらず排出されるごみは増加の一途をたどっているとい

うことがこの資料から見えてくると思います。それに伴って、費用のほうも次の資料

で出していただいておりますけれども、費用について説明してください。 

 

○小池武敏生活環境課長 

 これも資料要求があっておりますので、資料の説明を行いたいと思います。 

 ごみ処理に係る費用の状況でございますが、ごみ収集運搬費及びクリーンセンター

の処理費の合計でいきますと、平成21年度が１億3,167万7,000円となっております。

これを人口１人当たりで算出した場合、年間4,993円、約5,000円となっております。

平成29年度の処理費につきましては、１億5,886万5,000円となっております。これを

人口１人当たりで算出をした場合、年間6,709円となっております。比較をいたしま

すと、人口１人当たりこの９年間で年間1,716円、率に直しますと34.3％の費用が増

加をいたしておるという状況でございます。 

 

○中村秀子議員 

 ごみ処理に平成29年度は１億6,000万円の費用がかかっているというようなことで

すね。統計資料から読み取りますと、今後も何も手を打たないとふえるのであろうと

いうような推測が成り立とうかと思っております。ごみの抑制対策についてはどのよ

うにお考えでしょうか。 

 

○小池武敏生活環境課長 

 本町におきましてクリーンセンターで処理されるごみの量につきましては、なかな
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か減少をしていないのが実情でございます。これにつきましては、佐賀西部クリーン

センターの稼働に伴いまして、粗大ごみにつきましては直接搬入が可能になったとい

うふうなことから粗大ごみが増加をいたしております。また、町民の方にはごみの野

焼き等の焼却ができないというふうなことの意識が高まったというふうなことから、

ごみとして搬出する行動につながっているのではないかというふうなことも考えられ

ます。また、日常生活の中で生じますごみにつきましては、コンビニエンスストアの

増加、容器包装系のごみでありますとか、スーパー等での総菜品の充実、食べ残しな

どライフスタイルが変わっておりまして、一概に人口が減少すれば排出の量が減少す

るような状況にはないというふうになっております。 

 町といたしましては、一般廃棄物の処理基本計画を策定いたしまして、ごみの減量

化でありますとか資源化を目指して次のような対策に取り組んでいるところでござい

ます。 

 具体的には、分別収集による資源化、紙、布類、缶、瓶、ペットボトル、蛍光管、

乾電池などでございます。ごみの堆肥化、生ごみ処理機の購入費助成、剪定枝葉の収

集などでございます。なお、ごみの排出抑制につきましては、ごみ減量化に対する意

識向上が重要でございまして、今後とも町民の方や事業者の方などへの広報周知を図

っていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 今おっしゃったように、紙ごみあるいは資源ごみ、生ごみ、そういうふうなことで

分けていくといろんな手だてが見えてくるかと思います。 

 私は県内幾つかの市町で働いた経験がありますが、まず紙ごみについてですが、紙

というのはそこの町ではごみではありませんと徹底して言われました、紙は資源です

よと。ですから、学校で使う名刺大以上の紙は袋に入れなさい、先生たちも全部袋に

入れて、紙ひもで縛って、一定のところに出すというようなことを徹底されておりま

したので、教室から出るごみというのももうほとんどティッシュくらいで、あとはわ

いたごみですね。紙はごみではないという意識が徹底しておりましたので出ておりま

せんでした。本町でもそういうふうな各家庭や学校、事業所で出される紙ごみについ

て資源物として再生させ、ごみに出さないための取り組みが必要であると思いますが、

そこら辺の状況について、私が見る限りはちっちゃな紙というのはほとんど紙ごみと

して燃えるごみに出されているというふうに認識しておりますけれども、いかがでし

ょうか。時間的に考えながら説明をお願いいたします。 

 

○小池武敏生活環境課長 

 家庭から出ます紙でございます。新聞とか段ボール等がございますが、月に１回、

各地区で古紙の回収を行っております。ごみの出し方につきましては、年に１回、各

世帯配布をいたしておりますごみポスターでありますとか町のホームページ、それか

ら保存版のごみ分別ガイドブックなどで周知を図っております。 

 議員言われる小さな雑紙とか包装紙、そういったものにつきましても、できるだけ
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リサイクルに回せるよう出し方などのわかりやすいチラシなどを作成しまして、今後、

なお一層のリサイクル向上に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 ありがとうございます。 

 紙ごみについては、どんなに小さくてもこれはごみではない、資源なんだという意

識を醸成することが意識の醸成になるかというふうに思っております。 

 また、資源ごみについてですけれども、今、毎月１回早朝６時半までに集積所へ布

類、段ボール、新聞紙等は持っていくようになっておりますけれども、前の日に出す

こともできず、朝の６時から６時半までの間に持っていくというのは非常にハードル

が高いというふうに私は感じておりました。常時蛍光管を集積しているような感じで、

布類だとか段ボールだとかそういう資源ごみをそこに持っていけなかった人のために

常時搬入できるような施設をつくっていただければというふうに思うんですが、そこ

ら辺はいかがでしょうか。 

 

○小池武敏生活環境課長 

 通勤等で朝の時間帯にどうしても出せないという方もおられるかと思いますが、常

時できる回収施設を設けることができないかというふうな御質問でございますが、設

置をいたすとなれば、まず屋根つきの雨の吹き込まないような施設となってまいりま

す。設置場所の選定でありますとか確保が必要となってまいります。また、いつでも

搬出が可能となりますと開放せんといかんというふうなことから、管理面として防犯、

防火対策、違反ごみが出た場合のその防止対策等も考えられますので、現在のところ

は回収施設の設置までは考えておりません。どうしても時間内に出せない方につきま

しては、隣近所の方にお頼みされるとか、そういうふうな共助の中で対応をお願いで

きればと思っております。 

 

○中村秀子議員 

 できない前提で話をされると物事が進みません。先ほどの草場議員の回答のように、

できるんじゃないかなという視点で考えていただきたいなというふうに思うわけです

けれども。私は出し損なったときは他市町のそういう集積所に持っていっておりまし

た。通勤途中にそういう集積所があります。屋根つきの誰でも自由に入れて、他市町

から。これ資源ごみですからお金になります。そういうことを考えて、市民のごみを

減らそうという意識を高める努力というのは必要じゃないだろうかというふうに思い

ますけれども、いかがですか。 

 

○小池武敏生活環境課長 

 ほかの自治体のほうではそういうふうな常時出せるような施設を設けておられると

ころもあるということは認識をいたしております。 

 本町では現在のところは住民の方からそういうふうな設置の要望でありますとか問
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い合わせ等は今のところは出てきておりませんので、今後、設置要望等が、そういう

ふうなニーズが高まれば検討していく必要があるのではないかなというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 行政というのは先手を打っていただきたいと思うんですね。要望が出たから何かを

つくるんじゃなくて、見回して、ごみの搬出状況だとか本町の抱える資源ごみが燃え

るごみと出されている状況ということを鑑みるときに、先手を打って、町民から要望

は出ていないけれども、こういうふうな施策をとったら町民の方はどんどん出してく

れるんじゃなかろうかというふうな視点が必要じゃないかなというふうに思っており

ますので、どうぞそこら辺はもう一度課内あるいは庁内で考慮して、住民のサービス

の向上に努めていただきたいというふうに思っております。 

 次に、資料を使っているんですけれども、生ごみについてですね。 

 私は生ごみを収集する方のお話を聞いたりお話をしている資料を読み込みますと、

非常に夏場はにおいがひどくて、生ごみの半分以上は水だと。水を燃やすわけですか

ら、かなりのエネルギー、そういうふうなものが要ります。生ごみこそ減らすべき可

燃ごみじゃないかなというふうに思っております。 

 本町では米ぬかぼかしを使うコンポストがあるにもかかわらず、生ごみの占める可

燃物の割合はかなり高うございます。生ごみはそのほとんどが水分です。これを燃焼

させるにはかなりのコストが要ります。この対策はないかと調べておりましたら、Ｎ

ＰＯ法人が段ボールコンポストというのを使っていて、佐賀市も普及に力を入れてい

るということでした。今、資料が手元にあるかと思いますけれども、大きなコンポス

トというのは土地がたくさんあって、周りに捨てるところがある家庭はそれでされて

もいいでしょうし、もう一つ熱で乾いて生ごみを処理する機械というのも補助を出さ

れております。この生ごみコンポストというのを読んでみますと、ビール酵母で生ご

みを発酵させるんですけれども、私も聞きに行ったり、実際に買っていたしました。

その２という資料がその資料なんですけれども。段ボールコンポストの大きさがこの

くらい、そんなに大きくないところで、家のベランダとか、うちは土間に置いており

ますけれども、雨が降るベランダとか雨が降り込むところに置くためには、ＮＡＳＡ

が開発した空気は通すけど水は通さないというシートも用意されておりました。下の

ほうに家庭で出る生ごみを毎日このくらい投入して、６月20日くらいからし始めて、

ことしもう２箇月半くらいたちますけれども、上段の右側の資料、９月４日現在で、

酵母が分解して、ほとんど量がふえないんです、これ驚きです。ああ、生ごみという

のはもうほとんどが水だったんだということを非常に実感したところです。この黒い

不織布がつよし君っていって600円でした。毎日これを入れると、ほとんど３箇月間

ぐらいたちますけれどもふえずに生ごみを処理できて、私は今まで生ごみをごみに出

しておりましたけれども、家庭の中に３日間、４日間、収集まで置いておくんですけ

れども、夏場は腐敗臭がすごくて、生ごみですから雑菌が繁殖してにおいを出します。

ふたを開けるのが嫌なくらい、しっかり縛っておりますけれども、衛生的にもよくな
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い環境でした。ことしこれを自分で使ってみて、入れてみて、ほとんどにおいがあり

ません。五、六十度熱を出すんですよね。これをかき回すんですね。かき回すと、何

かよう頑張りよんねって声をかけたくなるような品物です。 

 エコプラザに説明をずっと聞きに行ってみると、一番３段目の写真が一般的な４人

の家族の食べ残しがこれだけあるそうです。これは食べ残しだけではなくて、冷蔵庫

に入れておいて、使い切れなかった食材であったり、賞味期限切れの食材であったり、

そういうふうなものをひっくるめて割ると、１家庭当たりこのくらいの食材が食べ残

されて廃棄されるというようなことだそうです。 

 本町においてもこの段ボールコンポスト、大きな緑のコンポストで処理する家庭が

あってもよし、そういう土地がない家庭にはもう一つありますよね、電気で乾燥させ

る、それにも補助金が出されていますよね。今月の９月号の広報紙にも、環境に注意

して、生ごみを抑制しましょうというふうな記事が載っておりました。本当に努力を

されていますけれども、生ごみというのは減らない現状ですが、私が何か説明を聞き

たいと言ったら、これはＮＰＯ法人循環型環境・農業の会という方が開発されて、日

田の会社だそうです。いつでも説明に来ますよとおっしゃいました。佐賀市ではいろ

んなところで啓発、いろんなグループに５人以上集まれば話しに行って、これを普及

させたい、地球環境を守りたいというようなことで啓発されております。佐賀市では

２分の１補助で、費用のです。私、1,290円くらいで購入いたしましたが、２分の１

補助で実施して、かなり成果を上げているというような、全世帯ではないにしろ、そ

ういうふうに興味を持って、環境に関心のある家庭はこれを購入をして、生ごみの軽

減に努めているというようなことなんですね。 

 先ほど申し上げましたけれども、この人手不足の折、給食の作業員でさえ手が足り

ないときに、ごみ収集する方々の苦労を思うときに一番嫌なのが生ごみというふうな

記載がありました。もう非常に夏場は汗びっしょりかいているので、ぱんぱんになっ

た中から水がびやって出てきて、体中にあの腐敗臭を浴びたり、何しろ水があると重

い、それを一日中収集するのは重いというようなことで、これ何とかならないかなと

いうふうに考えるところですので、大きなコンポストあるいは電動式、あるいはいろ

んなところでそれぞれ自分の家に適した生ごみ処理の方法を提案するというのはいか

がでしょうか。それに対して補助を出す、啓発するというのはどういうふうにお考え

でしょうか。 

 

○小池武敏生活環境課長 

 議員のほうからも紹介をしていただきました段ボールコンポストについての御質問

でございますが、まず家庭から出ます生ごみにつきましては水分を当然多く含んでお

りまして重くなり、ごみの減量対策につきましては可燃ごみ全体の減量にこれがつな

がるというテーマであろうと認識をいたしております。 

 現在、町のほうでは生ごみ減量のため、生ごみ処理機のコンポスト容器、この購入

に対しまして補助金を交付をいたしております。現在は対象費用の３分の１以内で２

万円を限度としまして、実績といたしましては平成29年度が７件、今年度につきまし

ては既に８件の申請があっております。 
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 段ボールコンポストにつきましては、紹介がありましたとおり、安価で家庭で手軽

に取り組める生ごみの減量法の一つであろうというふうな認識をいたしております。

生ごみを毎日投入しても量はふえず、においもほとんどしないというふうなことから、

取り組みやすい方法ではないかというふうな感じがいたしております。段ボールコン

ポストの購入の補助につきましては、今後検討する必要があろうかと考えております。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 前向きな発言をいただいて大変うれしゅうございます。よろしくお願いしたいと思

います。 

 道徳の教材に「ハチドリのひとしずく」というのがございます。山が大火事のとき

にハチドリって小さな鳥が水を含んで落とすんですね。何をやってるのかというと、

自分ができるのはこれだけですというような教材なんですけれども、「ハチドリのひ

としずく」をそれぞれ町民一人一人がやる必要があるんじゃないかなと思っておりま

すけれども、先ほどの紙ごみについて、あるいは生ごみについて、これ教材として非

常に子供たちが地球環境を考えるとき、あるいは物の大切さを考えるときにいい教材

になるんじゃないかなと思いますが、教育長、町民が一体となった取り組みが必要で

あるというときに暮らしやすい持続可能な社会づくりには意識改革が必要であると思

いますけども、学校教育の中でどういうふうに取り組んでいっていただけるでしょう

か。 

 

○北村喜久次教育長 

 先ほどからお話をいただいてる循環型社会の構築ですね。避けて通れない大切なこ

とだと思います。 

 学校教育におきましても、もう既に御存じのように３Ｒを含めましていろんなとこ

ろで教育の対象としております。ただ、先ほど生ごみ等の処理等につきましては、な

かなか実際にこういうものに子供たちが学校現場でかかわるということはありません

ので、ぜひ体験的なことも子供たちにはさせていいのじゃないかなということも考え

ております。ということで、いろいろ指導の工夫はたくさんあるんじゃないかという

ふうに考えております。 

 以上です。 

 

○中村秀子議員 

 子供たちの未来へ残す財産として、このエコ意識の醸成、物を大事にしようとか、

学校では特に紙を大事に、紙がいっぱい氾濫してますので、紙はごみじゃなくて資源

であるという意識の醸成をぜひ行っていただきたいと思います。 

 今やプラスチックごみは大きな社会問題となっており、小さな生活の一つが環境問

題につながっております。町としてエコバッグの推進やリサイクル、リユースなどの

推進に取り組むエコの町推進は、こういうふうにやってるんですよということは農業

の評判についても好ましい影響を及ぼすんじゃないかなというふうに思っております。
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エコの町推進ということについて町長のお考えを伺いたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 先ほどごみの減量化、そしてさらにプラスチックごみのことについてのお話をいた

だいて、その取り組み、考え方ということでございます。 

 今日プラスチックは私たちの日常生活には欠かせない存在となっておりまして、よ

り便利にといった社会のニーズを受けまして、使い捨てプラスチックの製品があふれ

てる状況にございます。それと同時に、ごみとして捨てられる量も多くなってござい

まして、不適切な廃棄や海洋汚染等大きな問題となってるところでございます。 

 プラスチックごみを解決する上で最も重要なことは、生産者や事業者はもちろんの

こと、私たち消費者もごみに対する意識を高め、ごみを出さない工夫と努力を、なる

べく環境に負荷をかけないようにすることが大事だというふうに認識をいたしており

ます。使い捨てのプラスチックの商品を減らすために私たち個人でできることは、も

う今商店等でもあっておりますけども、マイバッグを持参してレジ袋は断ると、マイ

ボトルを持ち歩くこととか、プラスチックのストローは扱わないとか、身近にできる

ことはたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。町といたしましても、一

人一人が環境に優しいエコ活動に取り組んでいただくように情報提供に努めまして、

リデュース、リユース、リサイクル、この３Ｒを推進して、循環型社会を目指しまし

て、エコの町を推進していきたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○中村秀子議員 

 町長のはっきりとした意志を伺って、大変安心いたしました。白石町がエコの町と

して大々的に行動を起こし、たくさんの方々がエコについて学びに来るような、他市

町や他県の小・中学生やいろんな婦人会や老人会、いろんな方々がどういうふうにエ

コの町を築いてこられましたかというふうな見学が来られるようなエコの町というの

は、非常に誇りを持って子供たちが自分の町はこんなふうに循環型社会を築いている

んですよと胸を張って言える町になるんじゃないかなというふうに思っておりますの

で、ぜひその実現に向けて各部署で、あるいはいろんな会合の折に伝えていただけれ

ばと思います。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで中村議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

11時42分 休憩 

13時15分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。大串武次議員。 
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○大串武次議員 

 議長の許可を得ましたので、一般質問に入らせていただきますが、７月の西日本豪

雨、一昨日の台風21号で亡くなられた方へお悔やみを申し上げますとともに、被害に

遭われた方々へ心よりお見舞いを申し上げます。また、本日北海道で震度６強の地震

が発生をいたしております。朝ニュースを見たばかりで、被害状況は聞いておりませ

んけど、被害が少ないことを願うばかりでございます。被災地の被害の早期復興を望

みます。 

 それでは、一般質問に入らせていただきます。 

 まず最初に、猛暑対策についてお伺いいたします。 

 本町では、本町だけではございませんけども、７月９日の梅雨明けから猛暑日が続

き、昨年同様、夏場の降雨量が少なく、８月末までは大干ばつとなっていました。町

内では農作物や公園などの樹木などに被害が出てると思いますが、担当課ごとに状況

についてお伺いをいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 ７月２日から３日にかけて台風７号が接近をいたしました。また、７月６日から８

日にかけては佐賀県において初めての大雨特別警報が発令をされ、続けての大雨とな

りました。その後、いわゆる逆走台風と言われた台風12号の影響により７月29日に雨

が降るまでの20日間は夕立もなく、厳しい日照りが続くこととなりました。 

 白石町での降雨状況でございますが、７月９日の梅雨明け以降、７月は29日の15ミ

リだけで他の日の降雨はありません。８月も少雨でありました。 

 農作物の干ばつ被害といたしましては、大豆の発芽不良が一部見られますが、大豆

の発芽不良の面積につきましては現在取りまとめ中でございます。９月の中旬から杵

島地区農業共済組合とともに現地確認の実施をいたしまして、被害の面積を把握する

ことといたしております。 

 なお、他の農作物につきましては、今のところ目立った被害は確認できておりませ

んが、災害とも言える酷暑による作物ごとの高温障害と病害虫の発生が懸念されます

ので、営農指導で発生状況等に気を配り、今後の肥培管理に努めていただきたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○久原浩文産業創生課長 

 公園の樹木関係で産業創生課で管理をいたしてます歌垣公園等につきましては、定

期的に巡回を行っているところですけども、干ばつによる樹木の被害については確認

されておりません。今後につきましても巡回を行うとともに、ツツジ等異常があった

場合につきましては補植等必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 

 

○笠原政浩農村整備課長 

 農村整備課では城堀公園、遊水池公園、水辺公園それからなかよし公園を管理をい
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たしてるところでございます。現在のところ干ばつによる樹木等の被害は発生いたし

ておりません。 

 以上です。 

 

○喜多忠則建設課長 

 建設課で管理しております白石中央公園の樹木の被害状況ですが、現在のところ枯

れてる樹木は見当たりません。ただ、高温や乾燥が長期間続くと枯れる場合がござい

ますので、現在、下葉が赤や黄色に変色している樹木は幾らかは見受けられておりま

す。しかしながら、枯れてる樹木はない状況でございます。 

 以上です。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 学校におきましては、１校で畑の芋、大豆の苗がほぼ枯れたというところがござい

ました。また、１校でことし植えました樹木１本の立ち枯れがあっております。この

樹木につきましては記念樹でしたので、気候を見て植えかえる予定でございます。 

 以上です。 

 

○千布一夫生涯学習課長 

 生涯学習課で管理してる公園につきましては、福富マイランド公園、それから龍王

崎古今の森公園、有明干拓記念公園がございます。 

 ことしの猛暑による樹木等の被害でございますが、幸いにも猛暑による樹木等が枯

れる被害というのは現在のところ認められておりませんが、一部には弱っているかな

という樹木等もあると認識いたしておりますので、今後の経過を観察する必要がある

かと考えております。 

 以上です。 

 

○大串武次議員 

 今ほとんど大豆以外については確認がなされてないというふうなことでございます

けど、私も役場に来るときとか前の道路あたりもたまに来る道を変えて来ますけど、

一部サツキですか、ツツジですか、枯れてるところもあるわけですよね。しかし、今

度の干ばつで枯れたのかどうかは問題視されるとこもありますけど、先ほど担当課長

どこでもおっしゃいますように、定期的にこういうふうな猛暑だけなく、巡回あたり

をされるときに気がけて注意を払っていただければというふうに思うところでござい

ます。 

 それでは、大豆関係についてまだ面積確認ができていないということでございます

けど、大豆は発芽不良が多く見られております。被害対策がこれについてなされたの

か、なされているのか、その辺についてお伺いいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 大豆の発芽不良につきましては、さきに申し上げましたように、７月上旬の大雨後、
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ほどなく大豆の播種をされた圃場においては発芽も良好であったものと思っておりま

す。６月の中下旬の定期的な降雨によりまして本田の除草ができなかった圃場におい

ては、大雨後の除草剤散布となったことで７月中旬以降での播種にずれ込んだと。そ

ういった圃場については、干ばつの影響で発芽不良といった圃場が散見をされたとこ

ろだと思っております。 

 御質問の被害対策につきましては、ＪＡさが白石管内各支所において大豆栽培講習

会が５月下旬から６月にかけて開催をされております。播種技術について説明がなさ

れたところでございます。大豆の発芽につきましては、例年天候に左右をされやすく、

降雨が予想される場合は浅まきとし、強い転圧を行わない。一方、しばらく晴天が予

想されるときはやや深まきとして、直ちに転圧をかけるなどの理想的な播種の方法等

を説明をされたところでございます。その他の対策といたしましては、圃場周りに排

水のための溝を掘る額縁明渠など排水対策、もと草処理、中耕培土などについてもそ

のときに指導をなされております。また、８月30日に共済組合主催で開催をされまし

た損害評価委員全体会議、これの評価員さんは各地区の生産組合長さんがなされてお

りますけども、その場において発芽不良、共済組合のほうでは発芽不能というような

ことで言われておりますけども、発芽不良によりまして、基本的には大豆を収穫をし

ていただくというのが基本ではございますが、大豆を打ち込む場合の対応について説

明がなされております。その中で、共済組合と役場、農業振興課でございますが、農

業再生協議会の事務局を農業振興課が行っております関係上、その２箇所で発芽不良

の被害を確認するまでは大豆は打ち込まないようにお願いをいたしたところでござい

ます。大豆の発芽不良は、これを確認できますと、出荷施設等での出荷数量等の調査

がなされます。農家ごとの基準、収穫量の１割を超える減収量に対して、共済金の支

払いがなされることとなります。また、経営所得安定対策事業では、戦略作物として

10アール当たり３万5,000円の交付対象となるということになります。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 いろいろ対策が講習会あたりでやっていただいとるということでございますけど、

ＪＡの試算あたりでも交付金が大豆は多分200キロ以上ぐらい収穫量があれば水稲収

益よりも所得率は高くなってるのが現状でございますけど、収穫量が減れば農業所得

もそれなりに米つくるよりも下がるわけでございますので、こういうふうな研修会あ

たりでされるときに指導徹底といいますか、昨年度も非常に干ばつでございましたし、

ほとんど大豆の適期は７月10日から20日と言われております。ことしは梅雨明けが９

日でしたから早かったわけでございますけど、ほとんど平年であれば７月18日ぐらい

が梅雨明けになっておりますので、そこら辺を考慮して、指導徹底をやっていただい

て、転作である程度の所得が得られるような指導をよろしくお願い申し上げたいとい

うふうに思います。 

 それでは、次でございますけど、ことしも毎日のように農業用水の水引きがなされ

ておりました。ことしの嘉瀬川ダムからの農業用水量は幾らになってるのか、また前

年と比較してどういうふうになってるのか、比較したところでの関係をお伺いしたい
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と思います。 

 

○笠原政浩農村整備課長 

 嘉瀬川ダムからの受水量というようなことの質問だと思っております。 

 ことし農業用に一番必要な時期である６月から８月の嘉瀬川からの取水量につきま

しては1,118万8,000立方メートルとなりまして、昨年の取水量の762万2,000立方メー

トルと比較いたしまして356万6,000立方メートル、率にして47％の増ということにな

っております。 

 

○大串武次議員 

 相当ことしは量が多く引き取りがなされてるようでございますけど、昨年度は後半、

嘉瀬川ダムの残量も少なくなって、節水がなされたわけでございますけど、今年度は

嘉瀬川ダムやため池の残量はあとどれくらい残っているのか、あとの農業用水として

の水不足の心配はしなくてもいいのかお伺いしたいと思います。 

 

○笠原政浩農村整備課長 

 現状のダムの貯水量につきましては、土用干し後、排水要請等もありましたが、８

月末現在で約3,791万立方メートル、貯水率にして74％となっております。また、白

石土地改良区管内のため池の貯水量は８月末現在で358万立方メートル、貯水率にし

て65.7％となっております。かんがい期は残り１箇月程度ということになっておりま

すが、昨年同時期のダムの貯水率は31％ということになっておりまして、比較いたし

ましてもことしは十分な農業用水が確保できているものというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 

○大串武次議員 

 昨年度はちょっと心配もされたわけでございますけど、ことしはもうダムも74％ぐ

らい、ため池もまだ半分以上残ってると、65％ぐらいですかね、非常に安心をしたと

ころでございます。あとはそう間断かん水でむちゃくちゃ農業用水も必要でございま

せんのであれだと思いますけど、一安心をしたところでございます。ありがとうござ

いました。 

 それでは、２項めの指定野菜価格安定対策事業についてお伺いしたいと思います。 

 今年産タマネギ、今はちょっと高値といいますか、1,500円以上、キロ当たりの販

売単価、農業新聞あたり見ておりますとしてるようでございますけど、今年産タマネ

ギの５、６月期は価格が非常に安かったのではと思っておりますけど、価格安定対策

事業の今年度は対象にはならないのかお伺いしたいと思います。また、５、６月期の

平均販売単価は幾らだったのかお伺いしたいと思います。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 まず、野菜価格安定対策事業について御説明をいたしたいと思います。 

 野菜の生産は気象の影響を受けやすい、このため価格の上下変動を繰り返しており
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ます。野菜の供給と価格安定を図るためには計画的な生産、出荷が重要でございます。

価格の下落が生産者の経営を悪化させ、意欲を減退させないようにすることが必要な

ことだと思っております。このため、供給計画に即して、生産者が農協を通して、市

場に共同出荷した野菜の価格が一定水準以下に下落した場合に、生産者に対して価格

差補給金を交付することによりまして、安定的な生産出荷を通じて価格の安定を図る

ことを目的といたしております。この事業の種類には国が所管する農畜産業振興機構

が実施をいたします指定野菜価格安定対策事業と佐賀県園芸農業振興基金協会が実施

する特定野菜等供給産地育成価格差補給事業と県単独野菜価格安定対策事業に大別を

されます。議員お尋ねの５月から６月期のタマネギは農畜産業振興機構が実施する指

定野菜価格安定対策事業でございますので、これについて御説明を申し上げます。 

 この事業の対象野菜といたしましては、タマネギ、キャベツ、キュウリ、大根、ト

マト、ナス、白菜、レタス、ニンジン、ネギ、ピーマン、ホウレンソウ、里芋、バレ

イショの14品目がございます。このうち白石町が指定産地として指定をされている作

目は、タマネギ、冬レタス、冬キャベツの３品目となっております。 

 議員お尋ねのタマネギの平均販売単価は、まだ確定ではございませんが農協からの

情報によりますと、５月期がキログラム当たり79.48円、６月期が69.84円となってい

ます。全国の５月から６月期の補償基準額が70.5円となっておりますので、今年度の

補給金の交付はないものと考えられます。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 それでは、５月期が79円48銭、６月期が69円84銭ということでございますけど、今

年産タマネギの補償単価は幾らになってるか、対象期間ごとに４月期、５、６月期、

７、10月期というふうなことで、資料要求もいたしておりましたので、これについて

の説明をお伺いいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 期別ごとにお答えをさせていただきます。 

 補償単価の基準額でございます。４月期は86円、５月から６月期が70.5円、７月か

ら10月期が84円となっております。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 これ私も資料要求いたしておりまして、今説明していただいた分は理解できますけ

ど、下の分のタマネギ即売、８から12月、１から４月、タマネギ貯蔵、11月から12月、

１月から３月、この内容について私理解できておりませんので、この分についての説

明もよろしくお願いします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 資料の表の下のほうの説明ということでございます。 
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 タマネギについては全国的な国の重要品目ということでの設定でございまして、貯

蔵をされた11月から貯蔵庫に置いて貯蔵されたりとか北海道での貯蔵とか、さまざま

なことでされているところでの単価というふうに御理解をしていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○大串武次議員 

 それでは、これは白石で捉えますと、当初説明していただいた分だけを理解しとけ

ばいいというふうなことで理解したらよろしいわけですね。わかりました。そしたら、

私が御質問いたしました５、６月期が単価が５月が約80円と６月が70円ですから、５、

６月期が70円50銭に補償基準単価がなってるから、ことしはもうかからないというふ

うなことで判断しなければいけないということですね。それでは、よくわかりました。 

 それでは、３番のほうでございますけど、タマネギの指定野菜価格安定対策事業に

係るこの掛金、要するに生産者負担金は幾らになってるのか、対象期間ごとにお伺い

いたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 この指定野菜価格安定対策事業でございまして、生産者に補給金を交付するために

必要な資金というのは、国、県からの補助金と生産者が負担する負担金ということに

なります。業務開始前に造成をいたしまして、機構に交付準備金として積み立ててお

くこととなっております。 

 本事業につきましては、県と生産者の負担を軽減するため、過去の交付実績を踏ま

えた負担率が設定をされており、佐賀県ではタマネギについて70％となっております。

これによりまして資金の造成が行われることとなりますけども、その負担割合は国が

65％、県が17.5％、生産者が17.5％となっています。なお、この負担率につきまして

は、期ごとではなくて通年で設定をされておりまして、変動することはございません。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 よく理解できました。けど、この17.5％の単価は幾らなのか、生産者負担金が今年

度は幾らになってるのかお尋ねいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 本年度の単価につきましては、なかなか市町村を通っていかないものですから情報

として持ち合わせておりませんけども、後もってお答えさせていただいてよろしいで

しょうか。 

 

○大串武次議員 

 わかってからで結構でございますので、そのように連絡していただくようお願いい

たします。 
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 それでは、この事業の配分数量はどうしてなされてるのか、年ごとに個人ごとにも

一緒と思いますけど、作付面積とか出荷契約数量も毎年変動があると思われますけど、

その辺についてお伺いいたします。個人の多分持ち分がずっと年ごとに変わってると

思いますので、その辺の算入の仕方あたりから説明できればよろしくお願いいたしま

す。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 数量配分ということでございます。 

 白石地区管内では生産者から次年度の交付予約希望数量、いわゆる出荷契約という

ことになりますけども、や当該年の作付状況、面積の調査でございます。次年産の種

子の申し込み状況等を加味して計算をされているところでございます。ゆえに毎年申

込数量は変わることとなります。この数量については、毎年８月末までにＪＡさがが

取りまとめて農畜産業振興機構に申し込むこととなります。 

 国の指定野菜の白石町の部分ですけども、先ほども申し上げましたように、タマネ

ギ、冬レタス、冬キャベツの３品目について、国の事業となりまして市町の負担がご

ざいませんので、この市町を経由しない事務手続となりますので、直接ＪＡのほうが

機構等に申し込んでいくということになりますので、詳細についてはなかなか市町で

把握することができないというふうなことになっておりますので、よろしくお願いを

したいと思います。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 今、系統出荷の分だけがこういうふうな補償基準があるわけですよね。系外出荷に

ついては対象とならないと。非常にここ最近はタマネギ価格が安定しておりましたの

で、ある程度の農業所得も確保されたんではなかろうかと思いますけど、ことしの５

月の連休明けぐらいから非常に価格がここ数年では安かったと思います。ようやく盆

前ぐらいから手取り単価もキロ100円近くになって、盆前が100円乗ってきたというこ

とで、多分これ私が手選果をしてそれくらいでございますので、機械選果になります

ともうちょっと下がると思います。ですから、価格が安いときにはこういうふうな価

格安定事業の対象となるようなシステムといいますか、町民のタマネギ生産者の方に

おきましても農業の安定生産、農業所得の確保というふうな観点からしてまいります

と、系統出荷をしていただいて、自分の農業所得は価格が安いときにはこういうふう

なもので補っていくんだというふうな行政としての指導も必要ではなかろうかなとい

うふうなことを考えるわけでございますので、そこら辺も考えていただいて、今後の

対応も検討していただければというふうに思います。 

 先ほど品目をメモし損ないましたので、タマネギとキャベツとレタスやったですか

ね。指定野菜安定対策事業に現在町内で加入している品目と作付面積をお伺いいたし

ます。 

 

○堤 正久農業振興課長 
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 ３品目の作付面積ということでお答えをさせていただきます。 

 まず、タマネギにつきましては、直近の平成30年、1,127ヘクタール、冬キャベツ

は平成29年に99ヘクタール、冬レタスは29ヘクタールとなっております。指定産地、

指定要件の20ヘクタールを超えた作付がなされております。 

 なお、議員おっしゃいますとおり、この数字は農協出荷分でございまして、系統外

出荷分は事業対象外のため除かれております。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 町内では３品目が今対象というふうなことでございますけど、いろいろ町内でも品

目は多く栽培していただいております。今後、先ほども申し上げましたように、こう

いうふうな事業にかけて、あるものを振興したほうが農業所得安定生産につながって

いくわけでございますので、今後町としてこういうふうな事業に加入検討がなされて

いる品目があるのかお伺いいたしたいと思います。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 先ほど答弁をいたしましたのですが、まだ国の事業の採択要件の中では、品目によ

って面積がちょっと違いますけども、土地利用型のタマネギとか冬レタスとかそうい

うものについては、20ヘクタール以上の産地希望ということが条件としてなっており

ます。まず、そういう加入をするための面積要件があるということでございます。そ

して、農林水産大臣の指定産地の指定を受けるという手続に入るわけでございます。 

 現在、白石町内で作付をされております野菜のうち、この国の指定野菜の対象品目

である14品目の中には既存の３品目以外にこの20ヘクタール以上という面積をクリア

する作目はございません。それゆえに今後14品目等も含めながら作付の面積、この拡

大がなされることが非常に重要なことかというふうに思っております。面積が拡大を

されて、この指定野菜ということでの指定を受けることが可能となるように期待をい

たしているところではございます。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 それでは、最後になりますけど、当白石町でも来年度は道の駅しろいしもオープン

する予定になっております。それに出荷者協議会も立ち上げられております。道の駅

ができたから農業振興せろということではございませんけど、品目の拡大なり、こう

いうふうな安定生産につながるような施策が必要じゃなかろうかというふうに思うわ

けでございます。 

 本町でも農業者の高齢化が進み、タマネギなど重量作物の農業振興は非常に厳しい

ものがある状況に現在あると思いますけども、既存の農作物の農業振興はもちろんの

こと、この安定対策事業を生かした今後は高齢者でも取り組みやすい軽量野菜の振興

が必要と考えますけど、今現在、キャベツとレタスがあるわけでございますけど、ほ

かにまだ加入作物は14品目あるようでございますので、そこら辺を含めた農業振興策
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は考えておられないのかお伺いいたします。 

 

○堤 正久農業振興課長 

 この指定野菜価格安定対策事業、先ほどから申しておりますけども、対象野菜が

14品目ございまして、高齢者でも取り組みやすい軽量野菜ということを考えてみれば、

その14品目の中ではキュウリ、ナス、ネギ、ピーマン、ホウレンソウ、こういったも

のかというふうに思います。面積要件をクリアするには、これまで以上に国や県の補

助事業を活用した振興が必要になるものだというふうに考えております。この国の事

業のほかにも県の園芸農業振興基金協会が実施をいたします特定野菜等供給産地育成

価格差補給事業や県単独野菜価格安定対策事業等もありますので、それとあわせてさ

まざまな対象野菜がございますので、今後、農協、農業改良普及センターと関係機関

と協議をいたしまして、白石町の気象、環境に合った野菜の選定及び普及、振興を図

っていきたいというふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○大串武次議員 

 もう少し今以上に、今、課長が答弁いただきましたような話し合いあたりを検討し

ていただいて、ぜひお願い申し上げたいと思います。町長にも今の質問に対しての所

見をお願いしたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 軽量野菜の普及、振興につきましては、高齢者はもとより野菜農家を中心に、野菜

価格安定対策事業の品目を中心に、その他の野菜も含めまして新規の軽量野菜など市

場の状況を見ながら、関係機関とも連携しながら検討してまいりたいというふうに思

います。 

 

○大串武次議員 

 ぜひひとつお願いしたいと思います。近年、秋田県でもタマネギの栽培が始められ

るというふうな、多分新聞で私見たような気がしますけど、今、産地が北海道を初め

兵庫、佐賀それから秋田あたり、要するにタマネギ産地がふえてまいりますと、今以

上に価格競争といいますか、下落していく可能性がますます高くなるわけでございま

すので、こういうふうな事業を十分町民の方に理解をしていただいて、必要性あたり

をＰＲしていただきながら、白石町が農業振興とあわせて農業所得が向上するよう私

たちも努力していかなければいけないと思いますので、一緒になってひとつやってい

ただくようお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで大串議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

13時56分 休憩 



- 40 - 

14時10分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。井﨑好信議員。 

 

○井﨑好信議員 

 午後から２番目というふうなことでお疲れのところかと思いますけれども、よろし

くお願いをいたします。 

 ７月の初めに集中豪雨というふうなことで、その後、９日に例年よりも１週間早く

梅雨明けをしたところかと思います。その後、猛暑、酷暑が続いておるわけでもござ

いますが、ここに来まして一雨ごとに若干朝晩冷え込んでまいりまして、秋の気配を

感じるような今日じゃなかろうかなというふうに思います。 

 本年の稲作につきましては、８月上旬の七夕こしひかりに始まりまして、９月20日

以降は夢しずくあるいはひのひかり、さがびよりというふうにして刈り取りが始まる

わけでございます。そしてまた、一方、転作作物であります大豆につきましては、先

ほど前者のほうからも質問もあっておりましたけれども、播種後、水分不足というふ

うなことから一部発芽不良が見受けられるところかというふうに思います。８月中旬

ぐらいからハスモンヨトウの食害が見られまして、今、大分異常発生もしてるような

状況かというふうに思います。今、２回目の防除の指導がなされておるところかとい

うように思います。昨年は大豆のほうは例年になく豊作だったわけですけれども、今

年も昨年のような豊作を願うものでもございます。 

 それでは、私のほうからは２項につきまして一般質問をさせていただきます。 

 まず初めに、白石町国土利用計画と、また町の振興策についてでございます。 

 国土利用計画につきましては、第２次総合計画に基づいてのアンケート調査の結果、

あるいは各小学校ごとに開催をされました白石町の未来を描こう会での意見等を参考

にしながら、田島町長より国土利用計画の諮問がなされて、そして白石町国土利用計

画審議会で十分に協議、審議をされまして、答申をされたものだというふうに思いま

す。この策定から１年半が経過をしてるわですが、その間、各項目につきまして協議

はなされたのかまずお伺いをしたいというふうに思います。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 議員申されますように、白石町国土利用計画につきましては、これまで町土の利用

に関する全ての計画の指針として平成29年３月に白石町国土利用計画審議会からいた

だきました答申をもとに作成をいたしております。 

 この計画自体が土地利用に関しての法的な制限等を有するものではありませんが、

町の基本的な考え方としてまちづくりを各種施策に反映させることで、町土及び自然

環境を積極的に保全するとともに有効活用し、町の特性に応じた産業の発展と生活環

境の整備を積極的に推進することができるものでございます。例えばこの計画の方針

に基づくものの一つであります白石町公共施設等総合管理計画でございますが、この

計画の統合や廃止等の推進方針の中には白石町国土利用計画等を考慮して施設配置を
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見直すというふうに定めておるところでございます。これによりまして、公共施設再

配置の基礎となるのが国土利用計画でございます。このように今後もこの計画を十分

に考慮して、さまざまな施策に反映させていきたいというふうに考えてるところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 この利用計画が国土、町土の有効活用として、また公共施設管理計画にも関連して

くるというふうな答弁でございました。 

 私も、国土というよりも町土だろうというふうに思いますけれども、白石町のこれ

からに向けての青写真と、この計画が青写真だろうというふうに思うわけでございま

す。そして、今後それを具体化をしていくためには、第２次総合計画なり、あるいは

まち・ひと・しごと総合戦略によって実行していくというふうな、そういう一体化で

持っていかないかんというふうに思うわけでございます。 

 この国土利用計画審議会の副会長でございました副町長にお尋ねしますけれども、

私がこういった具体化をして、実行をしていくと、青写真であって、そして今後そう

いった総合計画なり、あるいはまち・ひと・しごとでまた具体化、実行していくとい

うふうな考えを持ってるわけですけれども、副町長はその点、定期的にこれについて

協議をなされていくべきものだというように思いますけれども、その辺の御見解をお

願いしたいと思います。 

 

○百武和義副町長 

 先ほど議員のほうから第２次白石町総合計画、それから白石町まち・ひと・しごと

創生総合戦略、それと白石町国土利用計画、この３つの計画についてお話がございま

したけども、まずもってこの３つの計画の位置づけを町が考えているところを御説明

をいたしたいと思います。 

 まず、第２次白石町総合計画があって、その下に土地に関する個別計画というのが

白石町国土利用計画、そして人口減少対策に関する個別計画が白石町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略ということで、総合計画の下に国土利用計画なり総合戦略があると

いった位置づけで考えているところでございます。こういったことから、白石町国土

利用計画につきましては、各種政策の土地利用に関する基本方針ということで、議員

これからおっしゃいます企業誘致なり都市計画、農業振興地域、それから今お話が出

ておりました公共施設の再編、こういったことなど、まちづくりのそれぞれの分野で

積極的な協議及び事業の推進を今後進めていくということにいたしてるところでござ

います。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 答弁によりますと、位置づけとしましては第２次総合計画があり、そしてまた国土

利用計画があり、その下にまち・ひと・しごと総合計画と、私も一体的な考え方とい



- 42 - 

うのは一緒だろうというふうに思います。今後まちづくりを積極的にやっていくとい

うところの答弁だったかというふうに思います。 

 そういった答弁から、２点目に今ＪＡ白石地区では支所の機能強化再編が整備計画

をされているところかというふうに思います。 

 産業建設常任委員会の所管事務調査におきまして、７月の下旬でしたか、ＪＡ白石

の役職員の方と意見交換の場を持ったところでもございます。その折にこの再編のお

話を説明をしていただいたところでございます。この再編の理由といたしましては、

この９支所ある中で職員不足といいますか、要員不足というようなことで職員が減少

してきているというふうなことから、非常に組合員さんなり、あるいはその利用者の

ニーズに足りてないというふうなこと、そしてまたＪＡ白石地区は３箇年連続の赤字

だというふうなことから経費を抑制しないかん、そしてまた収益を上げないかんとい

うふうなこと、そしてまたＪＡ白石地区を除くほかの地区、エリアではもう既にこう

いった支所機能強化なり、あるいは再編が実施をされてるというふうなことから進め

てるというふうなことでございました。その実施時期としましては、平成32年２月と

いうふうなこととお聞きしたところでもございます。支所を３支所にするというふう

なことで、それぞれの町、福富１支所、白石地区に１支所、有明に１支所というふう

なところでございます。あとに残る支所は遊休資産として売却を考えているというふ

うなことでございます。町の今後、先ほども副町長の答弁にもございましたように、

積極的にまちづくりを進めていく中で、町の資産として求める考えはあるのかという

ふうなことをお尋ねをするわけでございます。 

 私は持ち込み資料といたしまして、ＪＡさが白石地区の支所事務所の設置一覧とい

うふうなことを差し上げているかというふうに思います。説明をさせていただきます

が、秀津の出張所を除く７支所が一覧に上げられております。それぞれ建築面積なり

敷地面積、建築経過年数でございますが、聞くところによりますと２支所がどこかは

っきりしていないというとこでございますが、今、町でも法人化を進められていらっ

しゃるように、法人組織が今立ち上げられたところ、あるいは設置を考えられてると

ころが７支所ぐらいあるというふうなことから、今後どんどん支所が法人化がなされ

るというふうなことから、１支所は法人の事務所に活用すると、あと一つは非常に農

協としての書類も多いというふうなことから書類の保管庫として使用するというふう

なことから、２支所が活用されて、７支所は遊休資産であるという旨の説明を得たと

ころでございます。それぞれ見ておりますと、建築面積では400㎡から1,300㎡まで多

岐にわたっております。敷地面積でも1,500㎡から広いところで4,300㎡、建築年数で

も昭和42年から平成８年までと非常に古い支所からまあまあ新しい支所まであるよう

でもございます。こういったことで５支所が遊休資産というふうなことございますの

で、どうか町としてもそういった考えがあられるのか、その辺をお伺いをしたいと思

います。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 議員が申されますように、ＪＡさが白石地区における支所機能強化再編整備につき

ましては、現在９支所、１出張所体制が３支所体制になるということで、現在の白石
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地区の中央支所、福富支所、竜王支所が３支所体制になるということでお伺いしてお

ります。それ以外の支所といいますか、支所の活用につきましても、先ほど議員申さ

れますように、ＪＡの書類保管用及び集落営農法人組織の事務所等に供するというよ

うな話もお聞きしておりますし、それ以外の目的以外で使用する支所以外は売却等の

処分をされるというふうにお伺いをしてるところでございます。ＪＡさが白石地区中

央支所のほうにそういう状況についてお伺いをしたところ、先ほど議員も申されまし

たように、それ以上、個別施設の活用計画については、現在、検討段階というような

お話をお聞きしておりまして、まだ未定というようなお話をお聞きしてるところでご

ざいます。町といたしましては、引き続きそういったＪＡの遊休資産とそういったも

のについて情報収集をしてまいりたいというふうに考えてるところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 先ほどの答弁では、まだＪＡも検討中であるから、情報収集に努めるというふうな

答弁でございましたけれども、もう既にいろんなところからこの話をお聞きになられ

て、もうオファーもあってるというふうなところでもございます。私が申しましたよ

うに、もう５支所は売却というふうな方向で進められていくものだというふうな過程

の中で、過程というか、そういったことで私も話を進めていただきたいというように

思います。 

 ３点目に、先ほど来話もあってますように、この第２次総合計画なり、あるいはま

ち・ひと・しごと創生総合戦略においても人口減少に重点的に取り組むというふうに

されているかというふうに思います。この白石地区の遊休資産を活用していくことは

絶好のチャンスじゃなかろうかなというところでもございます。企業誘致なり、ある

いは定住促進のための町営住宅の建設や民間宅地用地などに有効に活用をしていくべ

きだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 議員言われましたように、人口減少対策につきましては、白石町国土利用計画では

住宅ゾーンあるいは農業関連等企業誘致ゾーンというふうに設けておるところでござ

いまして、これを基礎に民間計画の誘導や企業誘致など各種の政策を進めることにな

ってくるものと考えております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 企業誘致というふうな点から産業創生課が担当をされているかというふうに思いま

す。聞くところによりますと、４月から県の企業立地課のほうに出向もされてるとい

うふうなことをお聞きをいたしております。そういった情報を含めて、今までどうい

った企業誘致における活動といいますか、動きといいますか、なされているのか、そ

の辺をお尋ねいたしたいと思います。 
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○久原浩文産業創生課長 

 企業誘致の今の状況という形で、議員おっしゃるように、本年度より企業誘致のノ

ウハウを学ぶ目的で県の企業立地課のほうに職員１名を派遣しているところでござい

ます、まだ６箇月目という形でありますけども。 

 本町の企業誘致に向けた状況でございますけども、今のところ県全体の取り組みと

して県と一緒になってという部分がまず主体でございます。県と20市町村で構成する

佐賀県企業立地推進協議会の中で、その企業立地推進協議会のホームページに佐賀県

企業立地ガイドというところがありますけども、そこに各市町の土地とか建物とかの

物件の紹介、それから県と20市町合同で企業訪問等を行っている状況でございます。

国土利用計画に絡んででございますけども、もちろん白石町まち・ひと・しごと創生

総合戦略には白石町に合う企業誘致ということで、農村地帯に適合し、農林水産物の

加工、販売に係る企業の誘致を目指しておるところでございますけども、まずは企業

が進出していただくためには受け皿である用地の確保が重要だと考えてはおります。

今後、先ほどもありました国土利用計画に沿ったところで地域の理解を得ながら進め

ていくべき企業誘致ではないかと考えているところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 県に派遣をされてる理由としまして、企業誘致のノウハウを学んでいただくという

ふうなこと、そしてまた県と一緒になって企業訪問なりやってるというふうなところ

かと思います。 

 せんだって県の市町村議員における研修会の折も山口知事の講演もあったわけです

が、知事のほうも、今、高校生が佐賀県からも56％他県のほうに就職されてると、そ

れを企業誘致等で10％落としたいと、46％に持っていきたいというふうな講演を聞い

たところでもございます。県もそういった動きもされている、そしてまた出向をされ

て、そういったノウハウを学んでいただいて、企業訪問でもしていただいて、白石町

のほうにも、先ほど課長の答弁ありましたように、農業関連の加工施設なりを持って

いくように、そういったことが本当に白石町のまちづくりにつながるというふうに思

います。今後このＪＡの遊休施設を私は先ほど申しましたように絶好のチャンスだと

いうふうに捉えているわけでございます。 

 もう一つは、先ほど冒頭申しましたように定住を促進と。もう一つは、まち・ひ

と・しごと創生戦略の中にもありますように、人口減少を緩やかにしていくためにも

定住促進は一つの大きな柱じゃないかというように思います。 

 建設課長にお伺いをいたしますが、所管でございますが、昭和30年代に建てられた

老朽化した町営住宅等もあるわけでございます。もちろん現地の建てかえも計画され

てるかというふうに思います。今後こういったＪＡの遊休資産を活用をしたそういう

集合住宅なんかの、そういった定住促進には集合住宅も、立地的にいいところはある

わけでございまして、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

 

○喜多忠則建設課長 
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 先ほどもお話をしていただいた集合住宅の件に絡んでお話をさせていただきます。 

 建設課においては、従来定めておりました住宅マスタープランというものがござい

ます。この見直しを今検討しているところでございます。少子・高齢化や人口減少社

会等の変化を踏まえ、住宅施策の今後のあり方や町営住宅整備の方針など、長期的な

視点に立ってプランづくりを検討していかなければならないと考えております。住宅

マスタープランというものは、住宅政策の総合的、長期的な基本方針として取りまと

めた計画でございます。基本としては、現在の11箇所の町営住宅を数箇所に統合でき

ないのか、また老朽化している住宅をどのようにして建てかえていくのかが主眼とい

うことでございます。 

 お尋ねの定住促進のための集合住宅、住宅建設ということについては、将来のまち

づくりの課題ということであるため、関係各課と今後十分な協議が必要であると認識

しております。これらを踏まえ、白石町公共施設等総合管理計画も含めて、我々がつ

くる住宅マスタープランの見直しをどのように考えるのか、また今後さらに検討を重

ねていかなければならないと思っております。 

 以上でございます。 

 

○井﨑好信議員 

 答弁では、今後住宅マスタープランを見直す中で11箇所ある町営住宅をどうするの

かと考えながら進めていくというふうなことでございます。ひとつ早急にこの遊休地

を活用したマスタープランを立てていただきたいというふうに思うところでございま

す。 

 国土利用計画の中でも住宅ゾーンなり、あるいは企業ゾーンというふうなことを設

けてあるわけでございます。住宅ゾーンは国道444、444というよりも国道207の公共

下水道の通る施設あるいは農集施設、須古地区あるいは牛屋地区、福富地区のそうい

う下水道が管理されたところが大体住宅ゾーンになってるわけでございます。企業誘

致ゾーンは大体町の北西部ですか、武雄インターから近い山つきですね。もう一方は

沿岸道路、福富インター付近というふうなことでゾーンも設けてあるわけでございま

す。今そういったゾーンを設けていらっしゃって、まだ進んでいないわけですね。今

後進められると思いますけれども、それだけ例えば企業ゾーンを設けるにしても農振

除外なりいろんな変更しなきゃいかん、まだ何年かゾーンを設けて、あるいは造成す

るにも年数もかかると思います。先ほども県のほうに出向もされておる、企業訪問を

する中で県のほうからもこれ白石町にようはなかかのうって、これ農業加工の施設で

オファーもあるごたっですよというふうな、今後そういったことは起こり得る可能性

を私は否定できないと思います。そういったときに用地がないというのはどうしよう

もないわけですね。ゾーンを国土利用計画は立てたばってん、ゾーンを立てたばかり

で何も用地がないよ。それでは何なりと駒が持っとかんけん勝負にならんと思います。 

 その辺を含めて、田島町長、私この件についてはもう口が苦かごと言うなあって思

いよんしゃんかわからんばってんが、その辺、今回このＪＡ白石が遊休資産として５

支所というのは広かとこから古かとこから新しいところがございますが、私はもうこ

ういったことに活用していただきたいと願うところでございますが、町長のお考えを
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お聞きしたいというふうに思います。 

 

○田島健一町長 

 井﨑議員からは、国土利用計画と町の振興ということでいろいろと御質問いただい

てるところでございます。たまたま今日ではＪＡさがが再編されるということで、そ

の敷地もたくさんあるじゃないかというお話でございました。 

 まずもって、私ども、私自身、農協さんからは一言もまだ相談もあっておりません

し、私からここでとやかく言うのはどうかなという感じもいたします。しかし、一般

論としてお話を差し上げたいというふうに思います。 

 井﨑議員がおっしゃることは、さまざまな機会を捉えて企業誘致をしなさいという

ありがたいお話、提案ではあるというふうに受けとめております。ただ、先ほどお答

えいたしましたけども、まだ正式なお話を伺っておりませんのではっきりとは申せま

せんけども、いただいた資料等々から判断すれば、今は建物の面積は400から1,300ぐ

らいでございますけども、建築年が古いものは昭和44年からということでございまし

て、これは建築基準法が大々的に改正された1981年、これ以前のやつは旧耐震構造、

そしてそれ以降のやつを新耐震基準と言うわけでございますけども、耐震補強がなさ

れてないものについては、建物があったとしてもそれは壊していただかないと利用が

できないというふうに私は思います。そういった中で、更地につきましても1,500㎡

から広いところで4,400㎡ということでございますけども、企業誘致に当たって、こ

の面積がいいのかどうかというのも私もわかりかねるところがございまして、先ほど

来課長や専門監のお話がありますように、企業誘致をお願いしていくというときにも

どのくらいの敷地、ただ、今、私は県の企業誘致ともお話を差し上げてもらっており

ますけども、先ほど議員からもお話ありましたように、土地利用計画の中で企業誘致

ゾーンというのを設けておりますので、企業誘致というのは１社当たりどのくらいの

面積が必要やろうかというお話を伺っております。そうしたときに、１社当たり１万

㎡ぐらいは持っとかないかんやろうというようなお話でございました。そういったこ

とからすると、現在農協さんの施設の中で建物が建ってるとか面積がちょっと少ない

んじゃないかなという中では、その用地を企業誘致に持っていくということはなかな

か厳しいかなという感じがいたしました。そしたらということで、先ほど議員からも

住宅というお話がございました。住宅については多分可能だというふうに思うわけで

ございますけども、わざわざ農協の敷地を今町が買い上げるのかというお話がござい

ます。私ども役場としては、これまでも町有地の遊休用地、例えば旧福富役場跡地に

ついては町営住宅として活用をさせていただいております。また、白石町役場跡地に

つきましては、個人さんに払い下げて売却しての住宅地といたしております。そうい

うことから、今回農協の用地の話がございましたけども、先ほど冒頭申し上げました

けども、まだ人様の話でございますなら余り言いませんけども、うちが一旦買い取っ

てからまたそして用地にするというのはちょっとどうなのかなと私個人的には思うわ

けでございまして、もう少しいろんな情報が農協さんとのやりとりをさせていただい

た中で何か出てくるのかなという感じがいたしてるところでございます。 

 以上です。 
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○井﨑好信議員 

 町長のほうからは、まだＪＡ白石地区からもお話もあってないと、オファーもあっ

てないというふうなところのお話、それから耐震補強なり、あるいは面積、敷地が多

少狭いんじゃないかと、今後そういった研究をして、どのぐらいの面積が要るのかと

いうふうなお話でもございました。１万㎡というようなお話もあったわけでございま

すが、そりゃ広いことにこしたことはないわけでございますが、それは企業の用途、

いろんな企業の来る方によってまた条件が違うというように思います。私が考えると

きに、農業関連の加工施設なり、あるいは事務施設というところからすると、今回５

支所の中で広い狭いありますが、3,000から4,000あったらどうにかその辺はクリアす

るんじゃなかろうかなというふうに思います。32年２月というふうなことでございま

す。もう１年半も切ってるわけでございまして、十分にそういった企業誘致なり、あ

るいは住宅用地として検討をしていただいて、今後活用をして、そしてこれは私は一

つの白石町の政策でもあるし、一つの戦略でもある、そしてまたこういったことはめ

ったにないことでもございますし、先行投資というふうな面からも十分私は考えてい

くべきだというふうに思います。今後、人口減少の中で若者が本当に安心して暮らせ

るといいますか、住んでよかったと思えるようなまちづくりをこういった遊休資産を

活用しながらお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、次に入らせていただきます。 

 ２項の交通安全対策についてであります。 

 平成29年３月議会におきまして、交通安全の町宣言に関する決議を行い、町と関係

機関との連携を強化して、町民総ぐるみで交通事故のない安心・安全なまちづくりを

推進していくとされているところかというふうに思います。 

 町内における交通事故の状況はどのようになってるのかお尋ねをいたします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 町内の人身事故件数に関しましては近年減少傾向で推移をしておりまして、提出資

料がありますが、過去５年間で最も多かった平成27年の266件と平成29年の178件を比

べますと２年間で88件減少いたしておりまして、これにつきましては各関係機関に御

協力をいただき、連携した活動のたまものだと感じております。 

 人身事故の内容といたしましては、追突事故が一番多く発生をいたしておりまして、

町内の約４割が追突事故で、その多くが国道で発生をしております。追突事故は本町

に限らず佐賀県の課題ともなっておりまして、全国と比較しましても佐賀県は高い割

合で発生をしている状況でございます。また、全国では畑や田んぼなどに囲まれまし

た見通しのよい交差点での出会い頭の交通事故のことを十勝型交通事故というふうに

呼ばれているようでございます。本町内におきましてもこの十勝型の交通事故の割合

が高く、県内の他市町と比較しても多く発生している状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○井﨑好信議員 
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 資料を見ておりましても、平成25年から29年まで出していただいております人身事

故の件数として28年から100件台に減ったと、250件前後あったものが28年からは

100件台に減った。特に29年、宣言されてから急激に減ってるわけでございまして、

そういった交通安全の町宣言の効果というふうなものが出てるかなと、一目瞭然じゃ

なかろうかなというふうに思いました。こういった宣言の町をしてよかったなという

ふうな実感でございます。 

 ２点目に、大阪の北部地震に伴い、小学校のブロック塀が倒壊をして、児童が死亡

するというふうな痛ましい事故が起きたことかと思います。 

 本町が所有する建築物や通学路に関して危険ブロック塀の調査結果はどうであった

のか、また通学路における民家等の危険ブロック塀の状況調査はどのような対策をと

っておられるのかお尋ねをいたします。 

 

○坂本博樹白石創生推進専門監 

 本町の公共建築物につきましては企画財政課のほうで取りまとめをしておりますの

で、お答えをさせていただきます。 

 各担当課において所管する施設におけるブロック塀の調査をいたしておりますが、

まず保健福祉課で１箇所、学校教育課で２箇所、生涯学習課で２箇所、計５箇所が危

険と思われるブロック塀として把握をいたしてるところでございます。まず、保健福

祉課の１箇所につきましては、福田保育園の北川のブロック塀で、現在、指定管理者

とブロック塀の改修方法について協議をされておりまして、歩道側にはコーンを立て、

ロープを張っているというふうな状況でございます。生涯学習課につきましては、三

近堂コミュニティセンターの玄関脇の１箇所については工事が完了しております。も

う一箇所は、中郷文化財収蔵庫の北西隅にあるブロックでございますが、周囲が田で

ありまして、稲刈りの後での対応を予定しております。なお、近隣の耕作者につきま

しては、注意喚起をお願いしてるところでございます。学校教育課につきましては、

白石中学校のテニスコートにあります壁打ち用の壁１箇所と、六角小学校正門脇のブ

ロック塀２箇所でございます。現在はコーンを立て、ロープを張っておりまして、学

校側と工事期間等の調整が終わり次第、工事に取りかかる予定にしてるところでござ

います。 

 以上です。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 通学路につきましてですが、本町では毎年通学路の点検を実施しております。点検

は各学校、総務課、建設課、学校教育課及び白石警察署、県の杵藤土木事務所の関係

機関で合同で行っております。そこで安全対策を実施しております。 

 議員御質問の通学路に関します危険ブロック塀の調査でございますが、各学校にお

いて調査を行いました。危険の目安となります1.2メートルを超える高さのブロック

塀について危険箇所の確認はできたのではございますが、私有地、私有物でございま

すので、見た目だけ、目視での確認しか行えておりません。構造上の安全確認はでき

ないのが現状でございます。今後は交通安全上の危険箇所、それから危険ブロック塀
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も含めました危険箇所の通学路の点検を行っていくことにしております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 今回、町が所有する建築物につきましては５箇所というふうなことで、今後そうい

った危険を回避する改善の対応をされてる、またしていくというようなことだったか

と思います。 

 学校教育課長の答弁では1.2メーターを超えるのが危険だと思われる塀と考えてよ

ろしいわけですね。通学路の点検も関係機関とあわせてしてるというふうなことでも

ございますが、今回は公共物の調査だけで民間はされてないというふうなことでござ

います。けさ方も北海道のほうで大きい地震があってるわけでございますが、佐賀県

もないとはいえ、いつあるかわからない状況だろうというように思うわけでございま

す。幾ら公共施設の分だけ危険ブロックの改善をされても、通学路にそういった危険

なブロック塀、私も今回質問の通告の後、各小学校、全部じゃなかったですけれども

見て回りましたけれども、特に道路の脇にある住宅にはブロック塀がされている、こ

ういう1.2メーター以上の塀が結構散見されるわけでございます。今後、住民の方に

指導をすると、何かの形でそういった対応をしていかないと、学校の近くで被災する

というだけ、そういうことじゃないと思うんですよね。いつ地震というのはあるかわ

からん。そういった中で、通学路の民家も今後調査をしていただくべきじゃなかろう

かなと思いますが、町がそれを調査もして、危険だと思っても、住民の方がしていた

だかないといかんわけですが、それが単独でいろんな工事費もかかる中で、これは私

は大きい問題だと思います。町だけではなくて県なり、あるいは国の補助事業を得な

がらそういった対応、危険ブロック塀、全国あると思うんですよね、民家。その辺は

そこまで突っ込んだ話になっていくと思いますけども、今後民家の調査というふうな

ことで考えていかれるのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 まず、ブロック塀の危険という条件でございますが、大まかに申し上げますと、ま

ずブロックの塀でございます。それで、高さが2.2メートル以下であることでござい

ます。1.2メートルを超えれば、それ以上の高さですね、であれば一定間隔で縦と横

の鉄筋が入っており、控え壁があることでございます。1.2メートル以下の場合です

けども、この場合は鉄筋または控え壁があることと。あと、壁の厚さとか基礎が入っ

ているか否かとかそういういろいろな条件がありますが、高さだけで目視で言います

と今の条件になってまいります。 

 実際、通学路にそれに該当する壁があるかといいますと、先ほどの条件を調べると

なりますと私有地でございまして、その壁の中身の構造とか、それから家の裏側に入

って控え壁があるのかとか、掘って基礎をするとか、端的に言いますとブロックの後

ろをのぞいていいのかという件がございまして、一概に1.2メートルを超えているか

ら安全ではない壁と言えない条件でございます。それで、その辺のところの調査の権

限が町にはございませんし、そしてまた一概に撤去を求める権限もございません。そ
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こが苦慮するところでございます。大阪北部地震の後に国土交通省から都道府県宛て

に既存の壁の注意を喚起するよう通知があっておりますので、それによるところにな

っております。 

 

○井﨑好信議員 

 町は私有地を調査する権限がないというふうなところだったかと思います。しかし

ながら、それも危険なブロックがあるということであれば、今後何かの対策をとって

いく必要があるというふうに思います。 

 そういったことが町だけの問題じゃなくて、先ほど申しましたように、国全体の問

題だろうというふうに思うわけでございます。事前にそういった危険ブロックを改善

をするというような対応をとっていく必要があると思いますので、県にそういった折

に触れてその問題を提起をしながらこの危険ブロックを改善していくように、今後、

私はとっていく必要があると思いますので、その辺をお願いしたいと思いますが、ど

うでしょうか。 

 

○吉岡正博学校教育課長 

 今議員がおっしゃいましたように、これは白石町だけの問題ではございません、も

う全国的な問題でございます。それで、今後は国、県と協議をしながら、全体的なと

ころで対応していく必要があるかと思っております。 

 

○井﨑好信議員 

 その点よろしくお願いをいたします。 

 それでは、３点目に入らせていただきます。 

 本町で農作物、特にレンコン、牧草の葉の影響によって道路交差点の左右確認がで

きにくい危険な箇所が多く見受けられるかと思います。現地調査を行って、農家の

方々に部分的に葉を切っていただくことができないのかをお尋ねいたしたいと思いま

す。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 本町におけます交差点での農作物、特にレンコンそれから牧草等の影響により左右

確認がしにくいなどの事案につきましては、以前から町内の各所で相談があっている

ところでございまして、その際には担当課より個別に相談に伺いまして、対応してき

たという事例もございます。 

 特にレンコン等の作付につきましては農家でも配慮をいただきまして、交差点付近

は控えて作付をしていただいてる方も多くいらっしゃる状況でございます。道路敷に

はみ出したものにつきましては、各所ごとに直接葉などを切っていただくなどのお願

いはそういう事例もございますのでできると思いますが、作物の作付についてのここ

まで作付をしてくださいというような、そういう制限というのはなかなか難しい面も

ございます。広報しろいしなどに安全運転のお願いを今までチラシ等でしております

ので、それとあわせまして全般的な農作物の作付に伴います交通安全への協力をお願
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いをしていきたいというふうに思っております。また、レンコン等につきましては、

もう350町以上作付なされてるということで、全体的に調査をするというのはなかな

か難しい面もあるかと思いますが、交通安全に伴います道路パトロールも重点的に行

いながら、特に農道等の道路交差点で左右確認ができない箇所を発見した場合につき

ましては、個別に対応させていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 先ほど総務課長の答弁ありましたように、事前に角を潰してパネルを、交差点のと

ころは潰して好意的に作付をされてる方もおられます。いろんな苦情もあってると。

しかし、苦情のあったところだけ指導じゃなくて、冒頭に答弁ありましたように出会

い頭、十勝型といいますか、そういう交差点が多いと、国道が多いというようなこと

でございましたが、今見ておりますと、牧草はほとんどが今はもう刈り取られている

かというふうに思います。しかし、レンコンにつきましては、まだまだ気温が冷えて

まいります11月にならないと枯れないというふうな状況かと思います。今切ってもレ

ンコンはもう大した収量には影響は私はしないと思います。レンコンが生育的にも今

からはマタがちょっと葉によって大きくなるぐらいで、交差点で切ったぐらいで収益

が落ちるような影響はないというふうに思います。指導はなかなか町のほうでできな

いというふうなことでもございますが、道路管理者であります町のほうでしていただ

かないとどこもするとこなかと思います。管理者がそういう指導を、もちろん広報で

啓発活動もされるというふうなことでございますが、今危ない交差点、４面がレンコ

ンだというふうなところもあるわけですね。そういったことからは今すぐ危ない箇所

でありますから、道路管理者でここは言うとかんばいかんねって、指導がせんばいか

んよって、切ってくださいってお願いするような、こういったことはすぐ対応をして

いかんと事があってからは遅かですね、事故があってからは遅いと思いますので、そ

の辺はもう一ついかがですか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 栽培関係について私も詳しくわかりませんので、その辺はまたＪＡさんとかに、部

会等ございますので、いつごろに葉を刈ったら影響がないのかというようなこともい

ろいろ勉強しながらさせていただきたいと思いますけど、特に議員おっしゃいますと

おり、今対応をしなければならないというところは確かにあると思います。その辺に

つきましては、いろいろな情報をいただいたり、私たちが今言いましたように現地に

行くべきところは行ったりして、交通安全指導員さんからも毎日毎日立っておられる

方もおられますので、そういうふうなことで情報を得た場合はすぐ対応をしていきた

いと思います。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 白石町も交通安全の町の宣言をしているわけでもございまして、それにふさわしい
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今後対応をして、そしてまたいろんな啓発活動をしながら、交通事故のない安全な町

にしていただくようにお願いをいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで井﨑議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

15時06分 休憩 

15時20分 再開 

○片渕栄二郎議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。溝口誠議員。 

 

○溝口 誠議員 

 公明党の溝口誠でございます。 

 通告に従い一般質問をいたします。 

 まず最初に、風水害時における行動支援のあり方について伺います。 

 去る７月に起こりました西日本豪雨、被害がございまして、今回の被害は広範囲に

わたります災害でございました。今までは一地域に限られた災害が発生をいたしてお

りましたけれども、今回は広範囲にわたってこの災害が起こるという事態になりまし

た。特にひどかったのが広島県、岡山県、愛媛県で多数の方が亡くなられました。そ

ういうことで、先ほど言いましたように、今までとは違った災害が起きる時代に入っ

たと、そういうふうにも災害の識者が言っておられます。そういうことで、佐賀県内

におきましても大きな被害はございませんでしたけれども、その中でも２名の方が亡

くなるという被害がございました。それを受けて、県では山口県知事のもとに西日本

豪雨対応を議論をするということで、県庁でＧＭ21ミーティングが町長参加のもとで

ありました。また、８月24日には武雄市で嘉瀬川、六角川、松浦川流域減災対策会議

がございました。その中身について町長のほうから詳細に御説明をお願いします。 

 

○田島健一町長 

 溝口議員からのお尋ねの、８月６日に行われましたＧＭ21ミーティングでは、西日

本豪雨のときの対応状況についての意見交換がございました。 

 今回の豪雨災害については、皆様御承知のとおり佐賀県で初めてとなる大雨特別警

報が発表され、県全体でも９市町が避難指示を発令いたしましたが、対象者が約23万

人であったものの実際に避難された方は全体の1.4％の3,137人であったことが問題視

され、住民の避難行動や避難情報の伝達、各関係機関や住民との連携など災害対応に

ついての意見交換があったところでございます。本町でも今回初めて避難勧告を発令

いたしましたが、意見交換の中でも避難情報伝達後、速やかな避難行動に結びつける

ためには平時からの住民の皆様との連携が重要であるとのことから、自治会、自主防

災組織などの各種団体との連携の必要性が再確認されたところでございます。 
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 また、８月24日に武雄河川事務所において開催されました嘉瀬川、六角川、松浦川

流域大規模氾濫に関する減災対策協議会にも参加をしてまいりました。この協議会で

すが、県内関係８市町の首長、県内土木事務所長、気象台長、武雄河川事務所長など

から構成されておりまして、嘉瀬川、六角川、松浦川の防災に係る関係機関が連携協

力して減災のための目標などを共有、構築する場となっております。 

 この協議会でも、主にことし７月発生いたしました西日本豪雨での各市町、各関係

機関の対応状況についての協議がなされました。各市町でも避難勧告、避難指示など

発令されたことから今回の避難行動に係る対応などの協議を行ったほか、このような

大災害が発生する可能性がある場合、また発生した際に備えて関係機関とのホットラ

インを構築してるわけでございます。私の携帯にも河川事務所長や気象台長から直接

電話が入るようになっておりまして、リアルタイムな情報共有、連絡交換などができ

る体制となっておりますが、その活用について議論を行ったところでございます。ま

た、一昨年、白石町も作成しておりますタイムラインについて、今回の災害でその活

用状況や活用に係る問題点などの意見も出し合い、検証を行いました。ほかにも今回

の災害での地元消防団、このような災害時には水防団とお呼びしておりますけども、

水防団の災害対応の状況など多岐にわたって意見交換を行ったところでございます。 

 今回の豪雨災害については西日本を初め甚大な被害が発生したところでございます

が、このような災害時の防災対応、また災害が発生した際などには、やはりこのよう

な関係機関との連携、情報共有が最も重要であることと再認識したところでございま

す。今回ＧＭ21ミーティングの中では知事のほうから、災害弱者への対応も大事であ

り、今回県内で２名の方がお亡くなりになりましたが、何とかなったのではないかと

いう思いもあるという発言もございました。災害から町民の生命を守るということは、

私たちの最も重要な役割でございます。今回の豪雨では本町では人的被害はございま

せんでしたが、これからも一人の犠牲者も出さないとの強い思いで災害対策に努めて

まいる所存でございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口 誠議員 

 避難情報のあり方でございます。白石町では土砂災害警戒情報を受けまして、この

山間部におきまして避難勧告が本町では初めて発令をされまして、午前中、中村議員

からも同じ質問がございまして、その中で避難をされた方がいらっしゃいますけども、

勧告を出された世帯、また人数からすればわずか５％前後という方しか実際として避

難をしなかったというのが白石町でも現実でございます。 

 そういうことで避難情報のあり方、このことに対して、先ほどＧＭ21ミーティング

でも避難指示を出しても逃げようとしなかったという方がいらっしゃったということ

で、この情報を出すタイミングといいますか、そこら辺がどうだったのかなというこ

とでございます。気象庁が出します特別警報で避難発令を判断したという。きょうの

佐賀新聞に載っておりました。各自治体はこの気象庁の特別警報を受けて避難勧告を

発令したということで。これは、本来、特別警報が出たときにはもうその判断材料に

してはいけないと、それはもう危険が迫ってるから特別警報を出したんだと、もうそ
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れから逃げてはいけないということですね、遅いということでございました。そうい

うことで、この伝達の仕方が本当に適切であったのかどうか。それからまた、この誘

導、先ほど言いましたわずかな方しか勧告は出ましたけれどもされなかった、初めて

の経験でもありますけれども、今回のことを踏まえまして検証をどのようにされてい

くのか伺いたいと思います。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 住民への避難情報のタイミングといいますか、情報発令の御質問でございますが、

大雨特別警報が出た以降にそういう勧告等をするのは不適切ではないかと新聞にも載

っておりましたが、まず土砂災害警戒情報が14時40分に発表をされております。それ

に基づきまして、避難準備・高齢者等避難開始を発令をいたすわけでございますが、

町といたしましても避難勧告等の判断伝達マニュアルというのを作成をいたしまして、

それをもとに判断をいたすことにいたしております。気象台からの情報はもちろん情

報としてはありますのでそれを受けまして、今町としてはどういう状態にあるのかと

いうのをまずそこでは判断をしなければならないということで、このマニュアルに沿

って判断をいたしております。全て気象台から言われたとおりにしても、例えばほか

の地区では大雨が降っていても白石町は全然降っていないというような状況にもなる

かと思いますので。 

 まず、簡単に御紹介を申し上げますと、土砂災害で避難準備情報、いわゆる避難行

動要支援者の支援を発令する場合にはどういうふうなのがあるかといいますと、大雨

警報（土砂災害）が発表され、かつ佐賀県土砂災害危険情報の土砂災害警戒判定メッ

シュというのがございますが、それで大雨警報の土壌雨量指数基準を超過した場合と

いう基準がございます。それから、避難経路が浸水のために通行できなくなるおそれ

があるとき、また早朝避難が必要と想定する場合は夕方までに発令という、こういう

基準がございます。また、避難勧告につきましても、白石町に土砂災害警戒情報が発

令された場合ということで、４点ほど基準がございますので、気象台の情報とそれに

基づきますこのマニュアルの情報をもとに判断をして、まず避難準備・高齢者等避難

開始発令をいたしております。また、17時50分に大雨特別警報（土砂災害）が発表さ

れました。これにつきましても、その後に避難勧告を発令するわけでございますが、

新聞からしますと、それは遅いというようなことでございますが、それはこの判断が

あって、それに基づきまして避難勧告を発令したというようなことで、この検証につ

きましては後もって検証するようにしておりますが、各課の意見等を聞きながら検証

したいと思います。また、避難者が５％しかおられなかったということでございます

が、これにつきましては、今議員さん言われましたように、それぞれ避難準備情報、

避難勧告、避難指示という情報がまだまだ町民さんのほうには浸透していないという

ことでございますので、この辺については浸透していくように検証をし、推進をして

いきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 
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 特に町民の皆様と行政の皆様との意識のずれがあったと思います。今から意識啓発

をしっかりしていくということでございます。具体的にどういう形でしていくか。災

害は先にいつあるとはわかりません、あしたあるかもわかりません。それはわかりま

せんので、具体的にどう検証していくのか、また啓発していくのかお願いします。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今、自主防災組織の結成につきましても駐在員会等でもお願いをいたしまして、自

主防災組織、共助、自助で災害対応をお願いしたいということで推進をいたしており

ますが、また今年度、統合型のハザードマップを作成をする予定でございます。その

中につきましても、詳しく内容を説明をさせていただいて、記載をいたすことといた

しておりまして、全戸配布をいたします。全戸配布しただけでいいのかということに

もなりますので、その辺の内容についてはいろいろ自治会等に伺いながら、必要であ

れば防災に対する意識を高めていくということで、担当の係としても来年度は普及、

推進に強く力を入れていくというようなことで考えておりますので、その辺で対応を

させていただきたいと思います。 

 

○溝口 誠議員 

 今日これほど災害が起きております。テレビニュース等ではもう連日のごとくあの

悲惨な状況を町民の皆様も一人一人が意識をされていると思います。今ほど町民の皆

様の防災に対する意識は高まってきてると思います、今まで以上にですね。そういう

ときだからこそ、逆に言えば今が一番大事なときじゃないかなと、町民の皆さんに理

解していただくためにはいいときが今じゃないかなと。今までの啓発のやり方じゃな

くて、今が一番大事なときであるということを踏まえて、しっかり啓発等もしていた

だきたいということでお願いをしたいと思います。 

 それからまた、大きな２点目でありますけども、実は平成27年12月の一般質問でも

私しまして、これは鬼怒川が氾濫したことを踏まえて、六角川また塩田川等が氾濫し

た場合ということで、そのときには大きな要因としてＪＲの鉄橋等に関してお話をさ

せていただきました。これは、ＪＲの鉄橋裏はちょうど堤防が約20メーター近く１メ

ーター近く堤防のかさが下がっております。そこで大丈夫なのかという話をさせてい

ただきました。 

 今回大雨がございまして、その状況について伺いたいと思います。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 まず、総務課から答弁をいたします。 

 今回の豪雨災害によりまして、白石町におきましても７月６日の17時ごろ、六角川

の基準観測点であります武雄市の潮見橋では氾濫危険水位を超える事態が発生したと

ころでございます。本町といたしましても、その時点で消防団幹部によります各河川

の巡回を行っていただいておりまして、そのときの報告では白石町付近の六角川にお

きましては警戒を要するような水位ではなかったところでございます。また、同時刻

ごろ塩田川におきましても氾濫危険水位情報が発表されておりまして、巡回していた
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だきました消防団の報告によりますと、その時点で塩田川はかなり増水をしており、

氾濫まで至らなかったものの、牛間田地区、長浜地区周辺では住宅及び小屋等の床下

浸水が多数発生したところでございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口 誠議員 

 もう一つ、この白石町じゃなくて六角川の上流であります武雄市では堤防を越して

水が越水をしたという、そういうことで非常に危ない状況でございました。そういう

状況もお話をいただきたいと思います。 

 

○喜多忠則建設課長 

 先ほどの状況ということで、６日の状況を簡単に御説明をいたします。 

 六角川の沿線の武雄市の北方町の新橋水位観測所では、６日19時30分に7.05メート

ルまで水位が上昇したと聞いております。なお、武雄市橘町で19時30分に河川堤を超

えまして水が流れ込むことを確認されたと新聞でも上がっております。あと、議員の

御質問の白石町で一番ネックの六角川の鉄橋付近の件でございますが、武雄河川事務

所に確認をいたしましたところ、この地点は水位観測所というものがなくて水位観測

がなされておらず、詳しい水位等は不明とのことでございました。なお、消防団での

鉄橋部の水位の目視確認ではありますが、18時時点の確認水位は堤防の天端、いわゆ

る一番高い上部のところですが、3.5メートル以下の水位でございました。また、こ

の鉄橋部に近い六角橋観測所、六角橋のところですね、の観測所での水位状況でござ

いますが、最も水位が上昇したのが有明海の満潮の時刻13時50分時点で5.15メートル、

19時30分では4.56メートルとなっており、潮位の影響を受けた時間帯で水位は高く、

夕方以降の上流部で降った雨についてはこの地点では影響が少なかったということで

思っております。 

 簡単ですが以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 六角川の上流では越水をし、危険な状態であったと。しかし、下流に行けば川幅だ

んだん広くなっていきますし、上流ではそうだったけども、下流のほうではそんなに、

水位が上がりはしましたけれども、危険な堤防を越すような、そういうとこまでは来

なかったという話で、幸いではなかったかなと、そう思います。 

 今回はそういうことでよかったんですけども、大きな要因としてはこの堤防決壊、

これがもう一番我が白石町にとりましては大きな災害になると思います。洪水マップ

がつくられております。高潮で堤防決壊を予定されて、町内でどこどこが何センチぐ

らい浸水するというマップがございます。これは、有明海の海岸で高潮でした場合の

想定ですけども、六角川また塩田川が決壊したときはどのようになっていくのか。こ

れは、マップもございますけども、決壊したときのシミュレーションといいますか、

できれば上流で決壊した場合、中流で決壊した場合、下流で決壊した場合、それから

また海岸べたにおいては沿岸の福富、白石、有明、３箇所ぐらい、いろんな決壊する
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幅もありますけどね、幅とかいろんな条件がございます。もし、100メーターなら

100メーター、50メーターなら50メーターで決壊した場合はどういう形で水が来るの

か。要するに避難するためには時間が必要でございます。その時間がどのくらいあれ

ば避難ができるのかと、そこら辺のことが大事。特に西日本豪雨ではもう短時間で水

が来たと、20分、30分でもう逃げることができなかったというのが現状でございまし

た。 

 そういうことで、統合型ハザードマップをつくられますけども、大体この目安とし

てそういうシミュレーションができとれば、上流が決壊した場合は大体ここの地域は

何分ぐらいまでやったら避難できますよと、水が来ますよと、そういうものが簡易と

は言いませんけども、大体想定できるような形でできれば一番いいのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今年度、統合型ハザードマップを作成をするようにいたしておりますが、今議員言

われましたように、堤防の決壊や堤防から水が氾濫した場合の浸水想定区域と浸水程

度を示しましたハザードマップは今現在あります。この辺が何メートルつかりますよ

というのはございますので、基本的にはそういうふうな統合型もそれぞれ災害に応じ

た浸水の状況等を示してるわけでございますけど、それが何分後にどれぐらいになる

とかというようなことにつきましては、まだ私どもは考えておりませんので、国の河

川事務所とかそういうふうなことでそういうあらわし方可能なのかということも検討

させていただきながら、統合型ハザードマップの作成を進めていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 特に避難行動に関してはタイムラインを策定してありますので、やっぱり時間との

勝負だと思います。命を守るためにはこの時間、一分一秒を争うというのが災害でご

ざいます。１分に油断したとこは１分で命を落とすと、そういうこの時間、これが一

番大事でございますので、そこら辺までしっかり御検討をされたほうがいいんではな

いかなと、そう思います。 

 それから、３点目の高齢者や要援護者に対する避難支援の取り組みについて伺いた

いと思います。 

 これも平成25年６月の一般質問で私も質問させていただきました。避難者名簿はあ

るかとか、そこら辺のお話をさせていただきましたけども、この現在の取り組みにつ

いて伺いたいと思います。 

 １つは、消防団の役割ですね。消防団は特に火災等で出動していただきますけども、

特に風水害においての消防団の役割、要援護者に対する取り組みが具体的にどうされ

ているのか。消防団が大体団員が1,147名いらっしゃいます。それからまた、部があ

りまして、その後に班があります。班が大体150班ぐらいありまして、部も46部ござ

います。それで、団員数が1,147名。この団員数の中での要援護者に対する取り組み、

どう対応していくのか、そこら辺を組んであるのか。 
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 また、２点目においては地域の方々の役割。どういうふうにしてこの要援護者を速

やかに避難をさせていくかということを取り組まれるのか伺いたいと思います。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 消防団の取り組みということでございますが、水害時につきましては水防団という

ようなことで取り組みをしていただいておりますが、前に申し上げましたとおり、避

難場所の確認とか、その近くの道路が通行どめになったときには誘導とか、そういう

ふうな活動について御活躍をしていただいております。 

 今回、豪雨に伴います避難者数につきましては、22時現在で最大88名の避難があっ

たことでございますが、避難者の数としては少なかったのではないかなということで

思っておりますが、現在、消防団におきましては要支援者の方を誘導をしてください

とかというふうなことで特別にそこまでお願いをしているところではございません。

それで、今後は避難情報の発信方法や避難の誘導につきましても消防団との協力体制

の強化に取り組んでいきたいということで、消防団の方に行っていただいて、避難を

してくださいと言われると、地元の方が消防団ですので、地元の方に言っていただけ

れば避難される方もふえていくのは、もう確実にそういうふうになっていくと思いま

すので、今後消防団と十分協議をさせていただいて、どこまで要支援者の情報を提供

できるかというようなこともございますが、その辺も含めて検討をさせていただきた

いと思います。 

 地域における体制づくりということですが、地域につきましては今回の大雨豪雨に

つきましては自主避難所といいますか、町が設定いたしました避難所以外にも自治公

民館等にも避難をしていただいたということで、地域の共助ということで避難ができ

たものと思っております。それで、各地区で自主的にそのような避難態勢をとってい

ただくことがまさに自主防災というふうなことになり、また共助の精神が広がってい

くと思いますので、そのような取り組みについて、自主防災組織の促進を進めていく

ことも確かですが、自主防災組織がどういうことで一番機能が発揮できるかというよ

うなことについても町としてもいろいろ推進に努めていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 消防団においては、要援護者のところまでは具体的な取り組みについてはまだ決ま

ってないということでございました。また、地域においても、できることはしてあり

ますけど、まだそれが着実にできてるという状況ではないということで、推進はして

いくということでありました。 

 きのうも前田議員、それからきょうの中村議員からもお話がありましたように、特

に今回のように広範囲で災害が起きたときに行政だけでこの要援護者を避難をさせる

というのは、もう物理的には無理でございます。これは、もう先ほど来、消防団とか

地域の方の御協力がなければできないことでございます。 

 岡山県の倉敷市真備町、これはもう皆さん方も見ていただきましたように、あそこ

はちょうど山合いの町でございまして、多分標高はそんなに白石みたいに低くはなか
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ったと思います、山のへりですから。標高は割と高かったと思います。ただ、大きな

川がこの町を挟んでちょうど合流して、それが下のほうへ流れるという地形でありま

して、そこで堤防が決壊して、ちょうど川と川で挟まれて山と挟まれたとこが浸水を

した、だから被害がひどかったんですね。あれが川が交わらなくてずっと下まで２本

の川が行っとれば、そのまま決壊しても流れたと思いますけども、そこでつながって、

それで内側が決壊したということで、あれだけの大きな被害になりました。むしろ低

地よりもそういう高いところであっても被害が出たということでございます。地元の

方でまさかそういうことはないだろうという方は100人中100人だったと思います、実

際言うて。当白石町みたいに低地、海抜より低いところであれば、それは可能性はあ

りますけども、それはほとんどなかったと思います。しかし、実際としては２階まで

浸水する、２階の屋根近くまで浸水するという。その中で、51名の方がお亡くなりに

なりました。その中で７割の方が高齢者であったというのが現状でございます。私も

ニュースで見ましたけれども、老夫婦で奥様が体が不自由でいつも寝たきりというこ

とで、２階があったけれども、御主人は避難をしたけども、奥さんは御主人も体力が

ありませんから２階まで引っ張っていく力がなくて亡くなったという、御主人がお話

をされておりました。それからまた、老夫婦２人で住まれていて、水が来たと。もう

助けてくださいという電話をされてます。20件近くされたそうです。多分携帯電話に

入れてるメールアドレス全部電話されたんじゃないですかね。いっちょいっちょ思い

出したりしんさらんけん、あった分を多分全部電話して、助けてください助けてくだ

さいというけど、もう誰も行けなかったと。そして、最後息子さんに電話をしたと。

もう胸まで来てると、胸まで。息子さんは電話でしよるけども、どうすることもでき

ないです、遠くにいるもんで。ニュースではそこで終わりましたけども、多分その電

話は水没するまでつながっていたと思います、状況を見れば。そして、その息子さん

はお母さんがそのとき水没する音を聞かれたと思います。本当にそういうことを考え

れば悲惨な状況だったと思います。 

 今回、私も老人クラブの方々と懇談する機会がありまして、ああいうことが起こっ

たら私たちはどがんしてよかねと、もう周りは年寄りしかおらんよと、もう逃げられ

んよと、何とかせんばいかんというお話がございました。まさしくそうだなと。白石

町でも確かにああいう狭いとこじゃありません。しかし、決壊してずっと水がふえて

いけば１階、２階へと行く。そういったときに先ほど言いました要援護者、お年寄り、

障がいのある方、子供が一番被害を受ける。そこにちょっとした手が行けば、助かる

命は助かる、助からない命も助かるということでございます。先ほどの行政ではもう

不可能であると。ならば地域の力また消防団とか、そういう地域の力をかりるしかな

いと思います。 

 岡山県の真備町の中で服部地区というのがございます。ここが実は小さな集落でご

ざいますけども、そこでしっかりサポートする体制をつくってあったと。住民60人に

対して10人のサポーターがいらっしゃったと。その10人がきちっと６人ぐらいの要援

護者の把握をして、全部回っていって、そして手を打って助かったというお話。これ

はもうすばらしい実績だと思います。 

 そういうことで、先ほど言いました、資料にもありますけれども行政区、白石町で
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は大きく旧福富町なんかは区別になっております、行政区がですね、区という大きな

単位。300軒、400軒が１つの区。また、旧白石町、有明町においては行政区というの

は四、五十軒、多くて100軒を超す。これは大きい小さい合わせまして約100近く行政

区がございます。そういう行政区でしっかり要援護者を掌握するリーダーをつくって

いただいて、自主防災組織でもいいと思います、リーダーをつくっていただいて誰と

誰を見ていくと。私の地域は郷司給移西でございます。38世帯ございます。これが実

は４班、班がございます。それで、七、八軒が１つの班でございます。１班ぐらいや

ったら何とか見れるとですよ。これがもう１人で20軒、30軒いざ緊急のときに見なさ

い、それはもう無理です。だけど、五、六軒ぐらいやったら声かけもできます、ちょ

っとお手伝いもできます。そういうことをすれば、先ほど言いましたこういう真備町

の服部地区みたいな形ができるんではないかなと、そう思います。 

 そういうことで、特に当白石町でもこういう大きな災害が起こる可能性もございま

す。要援護者に対してしっかりできる体制をもうそろそろつくってもいいんではない

かと。これ一遍つくり上げればもう機能していくと思います、つくり上げるのは大変

ですけども。これを一回つくり上げて、100行政地区ございます、そういう中心にな

ってくれるリーダーは必ずいらっしゃると思いますので、そういうことをどうか行政

が主導して構築を、自主防災組織をつくることも大事ですけれども、要援護者に対し

てどう対応していくかということをまずしっかり御検討をするときではないかと、い

かがでしょうか。 

 

○松尾裕哉総務課長 

 今議員さんからいろいろ全国の優良事例を紹介をいただきました。 

 まさしく私ども自主防災組織の結成に向けて力を入れていくというふうなことも思

っておりますが、そういうふうな優良事例等はいろいろあると思いますので、まず行

政がすべきことは何なのか、そして地域の方々がすることはこういうことがあります

というふうなこともいろいろ紹介をしていきながら、支援を要する方の避難をどのよ

うにしていくかというふうなことを行政と地域の方々と一緒になって考えて、できる

だけ早い時期にそういうふうな体制が構築できればいいのではないかなというふうに

思っております。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 なぜ今こういうことを言うかと、要するに現状ではできないから私は言ってるわけ、

できれば言いません。だけども、岡山県とか広島県であったような災害がもし起きた

ときにできないから私はしていただきたいと。できるんやったらもう言いません。で

きないから、できないのはわかってます、できないからこそ今行政のほうで指導して

つくっていただきたいということでございますので、どうかよろしくお願いをしたい

と思います。 

 それから、大きな２点目でございますけども、農業の振興について伺いたいと思い

ます。 
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 今、我が国では所有者不明土地が全国的に増加をしております。これは農地だけで

はございません、宅地、もうさまざまなところで所有者不明地がふえている。これは、

もう一つの大きな社会問題になっておりまして、国ももう動かざるを得ないような状

況になりまして、その相続の機会の増加に伴って増加の一途をたどってると見込まれ、

新聞報道では相続されてない農地が全農地の２割を占めてる状況であると。 

 本町においても、農地の未相続が担い手への農地集積の妨げとなっていないのか、

いかがでしょうか。 

 

○久原雅紀農業委員会事務局長 

 担い手の農地集積の妨げという点でございますが、まず農地集積の手続といたしま

して、あっせんによる所有権移転、利用権設定による貸し借りなどがございます。あ

っせん等により売りたいと申請される際に農地の所有者が亡くなられている場合は、

必ず相続登記後に申請をしていただいているところでございます。また、農地の貸し

借りで利用権設定を申請する際も、その農地の所有者がお亡くなりになり、未相続の

場合は、相続人代表の方での契約となります。その際、現行の制度においては相続人

の半数以上の同意書を添付していただいておるところでございます。この手続をして

いただく上で登記とか同意書を提出までの過程につきましてはそれぞれに事情があら

れると存じますが、それらのものが整ってから私どもへの申請となっておりますこと

もございまして、実際私どもが手続をしている中では未相続農地が特に農地集積等の

妨げになったという事例は確認できておらないところでございます。また、それがゆ

えにあっせん等のテーブルに乗れないなどの相談の記録も、確認いたしましたが現時

点ではなかったというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口 誠議員 

 この農地の未相続の場合、納税の義務が生じるわけでありますけども、この納税に

対してはどのようにされているのかお願いしたい。また、この不備があれば、どう将

来あるべきか伺いたいと思います。 

 

○木下信博税務課長 

 農地や宅地などの固定資産を所有されている方がお亡くなりになった場合、相続人

の方がその後の税につきましては引き継ぐことということとなっております。そうし

たことから、税務課のほうでは住民課と連携をいたしておりまして、死亡後の手続に

来庁されます相続人の方に納税通知などの税関係における書類、納付書も含めての送

付先や、納税の管理をしていただくために相続人代表者指定届の提出についてもお願

いをしているところでございます。複数の相続人の方がいらっしゃるケースというの

が多々ございまして、この届け出書につきましてはどなたか代表で納付をしていただ

くということが必要でございますので、相続人同士で協議をされて、この相続人の代

表者を決めていただいている状況でございます。（「将来的には」と呼ぶ者あり） 

 将来的には相続の登記を早目にしていただくことが本人の方にとっても後だってい
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ろいろこじれてくるということもございますので、お早目に登記をしていただくよう

なことも現在進めてるところでございます。 

 

○溝口 誠議員 

 所有者不明未相続の農地の対策について、今回相続の民法改正が行われました。ま

た、ことしの11月に施行される農業経営基盤強化促進法が改正されまして、全国的に

ふえている、誰が所有者が全容がわからない所有者不明農地を担い手に貸し付けやす

くする仕組みを設けるということで、この改正があっております。 

 この改正を受けて、どのように対応をされていくのか伺いたいと思います。 

 

○久原雅紀農業委員会事務局長 

 おっしゃいます法改正につきましては、11月に施行ということで期待してるところ

でもございます。今まで以上によりスムーズに所有権移転等の手続が行われるものと

いうことで思っているところでもございます。 

 特段の法の施行に対する準備ということは現時点ではしておらんところでございま

すが、先ほど税務課長が申しましたように、私どものほうでも所有者不明の農地対策

ということでは、まずその農地の所有者の死亡手続の際、税務課等と同様でございま

すが、お会いして、相続手続の御案内をまず第一にやっとるところでございます。ま

た、それにより相続登記をされた、完了したという方、その場合につきましては、農

地法に基づきおくれることなく届け出が必要でございます。その旨の説明も行ってる

ところでございます。 

 本町では所有者不明により耕作放棄地等になった農地は、これも確認していないと

ころではございますが、今後ともそれらの農地が出て、耕作放棄地などがふえないよ

うに、また集積の妨げにならないように農業委員会としては相続登記の必要性などを

引き続き啓発してまいりたいと思っておるところでございます。適正な農地の管理に

つなげてまいりたいと思ってるところでもございます。 

 以上でございます。 

 

○溝口 誠議員 

 この担い手に貸し付けやすくする仕組みができ上がっております。どうかそういう

ことで白石農業が発展しやすい状況をつくっていただきたいと思います。 

 以上をもちまして私の一般質問を終わります。 

 

○片渕栄二郎議長 

 これで溝口議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 あすも一般質問です。 

 本日はこれにて散会します。 

 

16時07分 散会 
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 上記、会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、地方自治法第123条

第２項の規定によりここに署名する。 
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